
【
一
三
八
】
復
員
連
絡
局
長
随
行
官
に
懇
談
要
旨

昭
和
21
年

９
月
18
日
）

復
員

絡
局
長
隨
行
官
に
懇
談

旨昭
和
二
十
一
年
九
月
十
八
日

第

一

復

員

局

業

務

部

一、靖
國
神
社
は
御
承
知
の

に
宗
敎
法
に
依
る
法
人
と
な
り
其
祭
祀

營

等
は
一
切
神
社
自
体
に
於
て
執
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
現
在
各
地
方
世
話

部
に
於
て
未
合
祀

を

査
し
て
復
員
局
に
於
て
更
に

査
取
集
め
之

を
神
社
に

報
し
て
居
る
が
之
は
御
承
知
の

に
合
祀

格
の
在
る
死

歿

は
昨
秋
一
括
招
魂
せ
ら
れ
英
靈
は
神
社
に
鎭
座
せ
ら
れ
て
居
る
が

其
個
々
の
人
名
が

つ
て
ゐ
な
い
此
人
名
は
神
社
て
も

査
困

て
あ

る
の
て
一
般
復
員
業
務
に

ひ
復
員
關
係
機
關
に
於
て

査
か
出
來
る

の
を
利
用
し
復
員
業
務
の
一

と
し
て

謂

務
整
理
的
に
行
つ
て
居

る
の
て
あ
る
從
て
神
社
の
祭
祀
は
固
よ
り

營
其
他
に
干
與
し
或
は
協

力
し
て
居
る
の
て
は
な
い
か
ら
此
趣
旨
て
今
後
の
事
務
を

に
處
理

す
る

各
地
方
世
話
部
を
御
指

願
ひ
た
い

二、か
ね
て
各
地
方
世
話
部
か
ら
申

せ
ら
れ
た
未
合
祀

の
中
該
當

は

神
社
側
に

報
濟
て
神
社
側
て
は
本
月

旬
か
ら
各
府
縣

族
聯
合
會

宛
名

を
發

し
て

族
に
傳

し
生
存

、

合
祀
の
有
無
の

査
を
依
賴
せ
ら
れ
て
居
る
筈
て
あ
る
。

【
一
三
九
】参
考
書
類
寄
贈
方
依
頼
ノ
件

昭
和
21
年
９
月〔〔
靖

国
神
社
〕
宮
司
発
第
一
復
員
局
業
務
部
長
、
第
二
復
員
局
人
事
部

長
宛
〕）

參
考
書
類
寄
贈
方
依
頼
ノ
件

宮
司
ヨ
リ
第
一
復
員
局
業
務
部
長
及

（
第
二
復
員
局
人
事
部
長
）、
照
曾

當
神
社
業
務
上
の
參
考
に
致
し
た
き
に
つ
き
元
陸
軍
省
（
海
軍
省
）
で
扱

は
れ
當
靖
國
神
社
合
祀
者
資
格
審
査
に
関
す
る
内
規
等
の
書
類
一
部
御
寄

贈
下
さ
れ
度
御
願
致
し
ま
す
。

【
一
四
〇
】
各
地
方
世
話
部
に
対
し
口
達
事
項

〔
昭
和
21
年
９

月
以
降
〕）

各
地
方
世
話
部
に
對
し
口
達
事
項

各
地
方
世
話
部
に
對
し
口
達
せ
ら
れ
た
い
事
項

一
、
從
前
の
未
合
祀

の
申
告
は
爾
今
別
紙

式
に
依
る
死
歿

連
名
簿

を
以
て
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
。

二
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
一
復
第
七
六
號
は
爾
今
之
を
取
止
め
ら
れ
た
。

三
、
各
世
話
部
か
ら
管
内
の
市
（
區
）
町
村
當
局
或
は
遺
族
に
對
し
未
合

祀

の
申
告
方
を
文
書
等
を
以
て
依
賴
し
在
る
場
合
は
速
か
に
取
止
め

の
措
置
を
採
る
こ
と
。

四
、
復
員
次
官
か
ら
各
地
方
長
官
に
對
し
昨
年
十
二
月
一
復
第
七
六
號
を

以
て
依
賴
文
書
を
發
し
在
る
が
右
は
各
世
話
部
か
ら
府
縣
當
局
に
對
し

取
止
め
の
旨
を
連
絡
せ
ら
れ
た
い
。

五
、
復
員
留
守
業
務
規

に
在
る
合
祀
事
務
に
関
す
る
所
定
事
項
は
一
切

近
々
削
除
せ
ら
る
ゝ
筈
。

六
、
各
世
話
部
に
現
有
の
調
製
濟
申
告
票
は
其
標
題
の
字
句
を
切
除
い
て

十
一
月
末
日
迄
に
安
全
な
方
法
で
本
局
業
務
部
に
送
付
せ
ら
れ
た
い
。

七
、
爾
今
合
祀
に
関
す
る
事
項
は
文
書
を
以
て
彼
是
照
會
し
な
い

特
に

必
要
な
場
合
は
口
達
に
依
る

注
意
せ
ら
れ
た
い
。

八
、
遺
族
或
は
其
他
の
向
よ
り
合
祀
に
関
し
問
合
せ
を
受
け
た
場
合
は
神

社
に
廻
送
す
る
と
共
に
照
會

に
對
し
要
す
れ
ば
廻
送
し
た
旨
返
事
し

之
等
の
問
合
せ
に
對
し
不
親
切
の
謗
を
受
け
な
い

特
に
注
意
せ
ら
れ

た
い
。

以
上
は
次
の

な
對
外
事
情
〔
※
１
〕

か
ら
已
む
を
得
ず
採
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
か

ら
今
後
共
誤
解
を
受
け
な
い

愼
重
に
や
ら
れ
た
い
。

〔
※
１
〕

文
書
番
号
一
四
一
参
照
。
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【
一
四
一
】
靖
國
神
社
祭
祀
に
関
す
る
靖
國
神
社
と
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
宗
教
部
（
主
務

バ
ー
ン
ズ
氏
）
と
の
交
渉
顚
末
に
関
す

る
件

〔
昭
和
21
年
９
月
〕）

靖
國
神
社
祭
祀
に
関
す
る
靖
國
神
社
と
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
宗
教
部
（
主
務

バ
ー
ン
ズ
氏
）
と
の
交
渉
顚
末
に
関
す
る
件

靖
國
神
社
に
関
し
て
は
昨
年
十
一
月
大
招
魂
祭
を
施
行
し
た
際
に
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
と
の
間
に

種
の
問
題
を

起
し
た
の
で
あ
る
が
當
時
は
將
來
に
問
題

を

し
た
る
ま
ゝ
一
應
解
決
し
其
の
後
新
し
い
宗
教
法
に
依
る
宗
教
法
人

と
し
て
新
發
足
を
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
乍
ら
靖
國
神
社
に
對
す
る
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
の
関
心
（
護
國
神
社
も
同

）

は
何
等
変
化
し
な
か
つ
た

で
あ
つ
て
國
内
通
信
の

閲
、
遺
族
の
動
靜

等
凡
ゆ
る
面
か
ら

討
を
續
け
て
居
た

で
あ
る
が
本
年
十
月
の
大
祭

（
合
祀
祭
）
施
行
に
関
聯
し
て
靖
國
神
社
を
壓
迫
し
初
め
數
次
折
衝
し
た

に
も
拘
ら
ず
遂
に
昨
年
九
月
三
日
以
降
の

歿

の
合
祀
に
大
き
な
暗
影

を
投
ず
る
至
つ
た
。

折
衝
の

要
左
の
通
り

記

一
、
九
月
中
旬
靖
國
神
社
に
よ
り
十
月
十
七
、
十
八
兩
日
大
祭
（
合
祀

祭
）
を
致
す
旨
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
宗
教
部
に
連
絡
す
。
其
の
際
バ
ー
ン
ズ
氏

（
何
か
の
用
事
に
て
非
常
に
急
ぎ
居
り
た
る

子
で
あ
る
）
は
神
社
の

説
明
を

取
し
た
後
『
合
祀
す
る
祭
神
數
は
之
を
發
表
し
て
は
な
ら

ぬ
』
旨
言
ひ
渡
し
た
り
。

二
、
翌
日
新
聞
紙
は
十
月
十
七
、
十
八
兩
日
合
祀
祭
を
取
り
行
ふ
旨
發
表

す
。

三
、
バ
ー
ン
ズ
氏
が
新
聞
發
表
に
関
聯
し
神
社
側
を
招
致
し
『
何
故
に
合

祀
祭
を
施
行
す
る
旨
發
表
し
た
の
か
。
昨
日
合
祀
祭
は
施
行
し
て
は
な

ら
ぬ
旨
、
又
祭
神
數
も
發
表
し
て
は
な
ら
ぬ
旨
申
し
渡
し
た
る
に
非
る

か
』
と
詰
る
と
共
に
『
適
當
な
る
新
聞
發
表
の
取
消
し
方
』
を
要
求
し

若
し
昨
日
の
説
明
が
十
分
で
な
か
つ
た
と
せ
ば
自
分
の
誤
な
る
旨
附
加

し
た
。

四
、
神
社
側
は
昨
年
十
一
月
施
行
の
大
招
魂
祭
の
意
義
竝
に
合
祀
祭
の
意

義
を
十
分
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
先
方
は
頑
と
し
て
之
に
應
じ
な
い

許
り
で
な
く
『
今
後
合
祀
祭
は
之
を
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
』
更
に

『
遺
族
へ
の
通
知
も
許
可
せ
ざ
る
』
旨
附
加
す
る
と
共
に
必
要
な
れ
ば

靖
國
神
社
の
み
に
指
令
を
出
す
も
差
支
な
き
旨
閃
か
し
た
。

五
、
神
社
側
に
於
て
は
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
嘱
託
と
し
て
同
宗
教
部
の
事
情
に
精
通

す
る
帝
大
岸
本
教
授
に
相
談
し
た
處
、
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
宗
教
部
の
靖
國
神
社

に
對
す
る
態
度
は
強
硬
で
あ
る
か
ら
相
當
に
讓
歩
し
た
案
を
以
て
折
衝

す
る
の
で
な
け
れ
ば
先
方
の
了
解
を
得
ら
れ
な
い
許
り
で
な
く
更
に
神

社
の
本
質
問
題
迄

れ
て
來
る
心
配
が
多
い
旨
忠
告
が
あ
つ
た
。

六
、
神
社
側
で
は
右
の
岸
本
教
授
の
忠
告
を
も
斟
酌
の
上
、
左
記
の
案
を

以
て
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
宗
教
部
と
（
九
月
三
十
日
月
曜
日
午
前
）
折
衝
し
た
。

1．

新
聞
發
表
は
取
消
す
。

文
案
『

般
の
準
備
の

合
に
よ
つ
て
十
月
の
大
祭
（
合
祀
祭
）

は
之
を
中
止
す
る
。

2．

合
祀
祭
は
之
を
取
り
止
め
る
。
但
し
神
社
限
り
で
昨
年
十
一
月
招

魂
し
た
祭
神
を
相
殿
（
本
殿
内
の
一
室
）
に
御
祀
り
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
た
い
。

註

相
殿
に
御
祀
り
す
る
祭
神
の
調
査
審
査
は
從
來
と
変
り
な

し
）

3．

靖
國
神
社
は
其
の
本
來
の
姿
の
通
り
國
事
に
斃
れ
た
人
々
、
功

の
あ
つ
た
人
を
御
祀
り
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

七
、
右
折
衝
の
結
果

1．
２
は
差
支
な
し
。

3．
に
関
し
て
は

に
関
係
し
た
軍
人
軍
属
は
已
に
昨
年
十
一
月
大
招

魂
祭
施
行
濟
に
つ
き
今
後
再
に
追
加
御
祀
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

又
遺
族
へ
の
合
祀
通
知
は
全
面
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

但
し
問
合
せ
に
對
す
る
個
々
の
通
知
等
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

右
の
交
渉
で
一
應
落
着
を
見
た
の
で
あ
る
け
れ
共
今
後
各
種
の
面
で
更
に

壓
迫
を
加
へ
て
來
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
の
で
靖
國
神
社
の
問
題
に
就
い

て
は
先
方
を
刺
戟
せ
ぬ

に
祭
祀
、
通
信
其
他
愼
重
に
や
る
必
要
が
あ
る

と
共
に
『
九
月
三
日
以
降
の

歿

の
御
祀
』
に
就
い
て
は
神
社
内
限
り

に
於
て
別
途
研
究
中
で
あ
る
。

【
一
四
二
】
別
紙

死
歿
者
連
名
簿
（〔
昭
和
21
年
９
月
以
降
〕）

別

紙
死
歿

連
名
簿
（
第
〇
號
）

昭
和
〇
年
〇
月
〇
日
調
製

〇
〇
地
方
世
話
部
長
職
印

區
分

氏
名

級 階

属 所

日月年亡死

分 區 亡 死

所 場 亡 死

遺

族

氏
名

本

籍

地

柄續

摘

要

一
、
本
名
簿
は
死
歿

原
簿
に
基
き

死
、

傷
死
或
は

地
、
事
変
地

等
に
於
け
る
傷
痍
疾
病
等
に
起
因
し
て
死
歿
し
公
報
を
發
し
た

を
洩

れ
な
く
又
重
複
せ
ぬ

記
載
し
て
適
宜
本
局
に
送
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
迄
に
死
歿
し
た

と
九
月
三
日
以
後
に
死
歿

し
た

と
は
別

に
調
製
す
る
。

三
、
用
紙
は
規
格
Ｂ
四

と
し
紙
質
は
隨
意
で
各
欄
の
廣
さ
は
適
宜
で
あ

る
が
紙
の
上
方
に
約
三
糎
の
餘
白
を
存
置
し
一
枚
の
紙
は
折

み
す
る

こ
と
な
く

ね
二
十
名

度
記
載
す
る
こ
と
。

四
、
各
欄
の
記
載
上
の
注
意
。

イ
、
軍
属
の
階
級
は
原
簿
に
登
記
し
て
あ
る
儘
を
記
載
す
る
こ
と
。

例
へ
は
通
訳
、
看
護

と
書
い
て
あ
れ
ば
其
の
通
に
書
く
。

但
し
陸
密
軍
属
（
軍
属
船
員
）
動
員
學
徒
は
摘
要
欄
に
其
の
旨
明

示
す
る
こ
と
。

ロ
、
所
属
隊
號
が
原
簿
に
書
い
て
無
く
不
明
の
場
合
は
記
載
を
要
し
な

い
。

ハ
、
認
定
死
歿

は
死
亡
區
分

に
明
示
す
る
こ
と
。

又
死
因
で
考
慮
を
要
す
る

は
摘
要

に
附
記
す
る
こ
と
。

ニ
、
死
亡
場
所
は
細
部
に
亘
り
記
載
を
要
し
な
い
又
全
然
不
明
の
場
合

も
同
じ
。

例
へ
ば
中
華
民
國
、
ビ
ル
マ
、
南
方
、
滿
洲
と
書
く
こ
と
。

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一四日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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【
一
四
三
】
靖
国
神
社
合
祀
事
務
に
関
す
る
件
通
牒
（
昭
和
21

年
10
月
復
員
庁
第
二
復
員
局
人
事
部
長
発
各
地
方
復
員
局
長
宛
）

昭
和
二
十
一
年
十
月

日

復
員
廳
第
二
復
員
局
人
事
部
長

各
地
方
復
員
局
長
殿

靖
國
神
社
合
祀
事
務
に
関
す
る
件
通
牒

靖
國
神
社
祭
祀
に
関
す
る
同
神
社
と
GHQ
宗
敎
部
と
の
交
渉
顚
末
（

〔
※
１
〕

別
紙
）

に
鑑
み
、
靖
國
神
社
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
方
を
刺
戟
せ
ぬ
様
に
祭
祀
、

通
信
其
の
他
を
愼
重
細
心
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
第
二
復
員
部
内

の
合
祀
関
係
事
務
は
、
表
面
は

歿

の
調
査
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
一
切

靖
國
神
社
の
字
句
の
使
用
を
避
け
、
左
記
の
通
り
處
理
す
る
こ
と
に
定
め

ら
れ
た
か
ら
了
知
さ
れ
た
い
。

記

一
、
終

時
迄
の

歿

は
、
昨
年
十
月
大
招
魂
祭
に
よ
り

に
合
祀
さ

れ
た
が
之
に
対
す
る
個
々
の
人
名
調
査
を
行
ふ
と
云
ふ
形
式
の
も
と
に
、

合
祀
調
査
事
務
は
從
来
通
り
續
行
す
る
。

二
、
遺
族
等
か
ら
合
祀
に
つ
い
て
問
合
せ
の
あ
つ
た
場
合
は
成
る
可
く
靖

國
神
社
に
直
接
照
會
す
る
様
指
示
し
、
手
紙
等
に
依
る
場
合
は
、
之
を

神
社
に
回
送
す
る
や
う
な
方
途
を
採
る
こ
と

三
、
遺
族
の
現
住
所
、
續
柄
等
の
戸
籍
事
項
は
、

歿

調
査
の
資
料
か

ら
こ
れ
を
と
り
、
改
め
て
市
區
町
村
長
や
遺
族
に
問
合
せ
る
必
要
は
な

い
が
、
不
明
の
場
合
問
合
せ
る
と
き
は
靖
國
神
社
合
祀
の
事
由
で
、
こ

れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
當
方
に
合
祀
名
簿
進
達
の
場
合
は
、
本
通
牒
の
件
番
號
を
用
ひ
復
二

人
扶
第

號
の
件
進
達
と
し
又『
甲（
乙
）號
靖
國
神
社
合
祀

名
簿
』は

『
甲（
乙
）號
死
亡

名
簿
』と
し
て
靖
國
神
社
合
祀
等
の
字
句
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。（
送
達
も
努
め
て
傳
書
使
便
を
利
用
す
る
こ
と
）

五
、
昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
後
の
死
歿

も
、
從
来
の
合
祀
詮
衡
方
針

に
依
つ
て
調
査
を
し
て
進
達
さ
れ
た
い
。
但
し
同
年
九
月
二
日
以
前
の

も
の
と
は
別
箇
に
進
達
す
る
こ
と
。

六
、
本
年
一
月
二
十
三
日
官
房
人
第
七
號
（
同
月
二
十
四
日
附
第
二
復
員

省
公
報
参
照
）
で
、
靖
國
神
社
未
合
祀

申
告
票
を
市
區
町
村
長
に
送

付
し
て
合
祀
未
濟

を
調
査
申
告
さ
せ
る
事
務
は
中
止
す
る
。

（
別
紙
添
）

〔
※
１
〕

文
書
番
号
一
四
一
参
照
。

【
一
四
四
】
死
歿
者
調
査
作
業
の
標
準

昭
和
21
年
11
月
20
日
）

死
歿
者
調
査
作
業
の
標
準

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

従
前
極
め
て
慎
重
主
義
で
特
に
生
否
の
確
度
に
意
を
用
ひ
て
為
に
保
留
者

が
多
かマ
たマ
が
斯
く
て
は
際
限
が
無
い
か
ら
、
努
め
て
保
留
者
の
出
な
い
様

に
各
地
方
世
話
部
か
ら
の
申
告
を
善
意
に
見
て
本
籍
地
、
氏
名
、
官
等
身

分
、
死
歿
区
分
、
死
歿
場
所
（
細
部
は
不
明
で
差
支
な
い
）
死
歿
暦
日
が

判
つ
て
居
る
分
は
生
否
の
確
度
に
は
疑
を
容
る
ゝ
こ
と
な
く
決
定
す
る
こ

と一、右
の
各
号
に
該
当
す
る
者
は
悉
く
可
と
決
定
の
こ
と

1．
戦
死
、
戦
傷
死
せ
る
者
。

内
地
に
於
て
戦
死
、
戦
傷
せ
る
者
を
含
む
〔
※
１
〕

為
念
。

2．
戦
地
事
変
地
等
に
於
け
る
勤
務
か
原
因
し
て
傷
痍
疾
病
を
受
け
死
歿

し
た
る
者
。

之
等
の
分
の
中
で
外
地
に
勤
務
中
受
傷
罹
病
し
内
地
部
隊
に
転
属
或

は
召
集
解
除
後
死
歿
し
た
る
者
と
、
単
な
る
内
地
勤
務
に
終
始
し
死

歿
し
た
る
者
と
は
其
区
別
が
判
然
と
せ
ぬ
分
が
あ
る
が
申
告
票
記
載

の
各
欄
を
彼
是
綜
合
判
断
の
上
単
な
る
内
地
勤
務
終
始
と
認
め
ら

る
ゝ
者
は
保
留
せ
ら
れ
た
い
。

二、左
の
各
号
に
該
当
す
る
者
は
悉
く
保
留
せ
ら
れ
た
い
。

1．
昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
後
死
歿
せ
る
も
の
（
死
亡
区
分
の
如
何
を

問
は
ぬ
）

2．
単
な
る
内
地
勤
務
と
認
む
る
死
歿
者
。

3．
本
籍
、
氏
名
、
官
等
身
分
、
死
歿
場
所
区
分
暦
日
不
明
の
分
。

参

考

一、千
島
列
島
（
根
室
諸
島
を
含
む
）

一
八
、
五
、
一
三
、
以
降

二、小
笠
原
諸
島
（
硫
黄
列
島
を
含
む
）

一
九
、
二
、
一
、
以
降

三、琉
球
列
島
（
南
西
諸
島
を
含
む
）

伊
豆
諸
島
一
九
、
一
〇
、
一
〇
、
以
降

四、台

湾

二
〇
、
四
、
一
、
以
降

⎭――― ― ―――⎫
戦
地
適
用
暦
日

〔
※
１
〕

空
襲
。
艦
砲
射

。
原
爆
等
敵
の
兵
器
に
依
る

【
一
四
五
】
合
祀
祭
中
止
ニ
関
ス
ル
説
明
要
領
（〔
昭
和
21

年
〕）

合
祀
祭
中
止
ニ
関
ス
ル
説
明
要
領

ａ
、
一
般
遺
族
ニ
対
ス
ル
口
頭
説
明

一、此
の
秋
ノ
合
祀
祭
は

種
の
事
情
に
依
り
中
止
せ
り
。

二、し
か
し
昨
年
秋
十
一
月
一
九
日
大
招
魂
式
に
依
り
招
魂
せ
ら
れ
た
る
御

靈
は
神
社
か
ぎ
り
に
於
て

に
御
本
殿
に
奉
遷
せ
り
（
右
奉
遷
の
時
期

は
進
ん
で
当
方
よ
り
説
明
は
行
は
ず
先
方
よ
り
質
問
あ
れ
ば
四
項
を
以

て
説
明
す
）。

三、從
つ
て
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
迄
に

歿
せ
ら
れ
た
方
々
は
総
て

に

靖
國
神
社
に
奉
齋
せ
ら
れ
た
り
。

四、靖
國
神
社
に
奉
齋
せ
ら
れ
た
時
期
（
靖
國
神
と
な
ら
れ
た
時
期
）
は

昨
年
十
一
月
二
十
日
大
招
魂
式
当
日
（
天
皇
陛
下
御
親

ノ
秋
）
な

り
。

五、從
来
は
靖
國
神
社
に
奉
齋
せ
ら
れ
た
御
祭
神
の
御
遺
族
に
対
し
て
は

個
々
に
通
知

を
差
上
げ
た
る
も
諸
種
の
事
情
に
よ
り
今
後
は
之
を
行

は
ず
。

六、但
し
遺
族
よ
り
紹
介
あ
り
た
る
時
は
直
接
書
面
を
以
て
回
答
す
。

ｂ

世
話
部
其
他
関
係
方
面
に
対
す
る
説
明

一、合
祀
祭
の
中
止
は
複

な
る
対
外
事
情

聯
合
軍
の
意
向
）に
依
る
事
。

二、現
下
の
靖
國
神
社
の
立
場
と
し
て
聯
合
軍
対
日
現
事
會
等
を
刺
激
す
る

事
は
神
社
自
体
の
存
立
に
重
大
な
る
影
響
を
與
え
る
可
能
性
あ
る
事
。

三、神
社
と
し
て
は
神
社
限
に
於
て
招
魂
殿
祭
神
（
昭
和
二
十
年
九
月
二
日

迄

歿

）
を
一
括
し
て
本
殿
に
鎭
齋
し
た
る
事
。

四、右
は

を
別
に
し
て
奉
齋
し
た
る
事
。

五、御
祭
神
名
確
定
次
第
靈
璽
簿
を
奉
製
し
右
に
依
り
神
社
限
に
於
て
本

に
奉
遷
す
る
事
。

六、遺
族
に
対
し
て
は
紹
介
あ
れ
ば
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
迄
の

歿

（
招
魂
殿
御
祭
神
）
は

に
総
て
靖
国
神
社
に
鎭
齋
せ
ら
れ
あ
る
旨
を

回
答
す
。

七、從
つ
て
個
々
の
遺
族
に
対
し
通
知

は
発
送
せ
ず
。

八、「
六
」
以
外
の
事
実
は
文
書
書
面
を
以
て
は
一
切
外
部
に
発
表
又
は
通

知
せ
ざ
る
事
。

特
に
質
問
あ
り
た
る
遺
族
に
対
し
て
は
「
四
項
」・「
五
項
」
を
除
き
本

要
領
を
以
て
説
明
す
。
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【
一
四
六
】
議
会
答
弁
資
料

〔
昭
和
21
年
〕）

議
會
答
辯

料

第
一
復
員
省
業
務
部
合
祀
班

旨

靖
國
神
社
は
一
般
神
社
と
同

本
年
二
月
一
日
よ
り
國
家
の
手
を
離
れ
て

宗
敎
法
人
と
し
て
出
發
す
る
こ
と
ゝ
な
り
從

と
性
格
は
變
化
さ
れ
た
が

合
祀
に
關
し
て
は
從
來
と
變
更
な
く
今

に
於
て
死
歿
し
未
だ
合
祀

せ
ら
れ
て
居
な
い

は

る
べ
く

か
に
從

に
合
祀
す
る
た
め
目
下

別
紙

領
で
有

格

の

査
を

め
て
居
る

【
一
四
七
】
別
紙

靖
国
神
社
合
祀
手
続
要
領

〔
昭
和
21

年
〕）

別

紙

靖
國
神
社
合
祀
手
續
要
領

市

區
）町
村
長

⎩―― ⎨ ――⎧
一、死
歿

で
合
祀
未
濟
の

は
調
査
の
上
地
方

世
話
部
に
申
告
す
る
（
世
話
部
か
ら
照
會
の

あ
つ
た
場
合
）

二、市
（
區
）
町
村
當
局
で
資
料
不
足
の
場
合
は

遺
族
に
申
告
さ
せ
て
も
よ
い

各
地
方
世
話
部

⎩―― ⎨ ――⎧
一、復
員
省
か
ら
示
し
た
要
領
に
基
い
て
管
内
に

本
籍
を
有
す
る
該
當

を
調
査
の
上
復
員
省

に
申
告
す
る

二、各
部
隊
、

務
整
理
部
其
他

軍
機
関
か
ら

送
付
を
受
け
た
資
料
で
調
査
の
出
來
な
い
分

は
市
（
區
）
町
村
長
に
照
會
の
上
處
理
す
る

復

員

省

⎩― ⎨ ―⎧
一、各
地
方
世
話
部
か
ら
申
告
し
て
き
た

に
對

し
從
前
合
祀
せ
ら
れ
た
標
準
に
據
り
資
格
を

調
査
す
る

二、調
査
濟
の
分
は
靖
國
神
社
に
通
報
す
る

靖

國

神

社

⎩ ⎨ ⎧
一、復
員
省
か
ら
の
通
報
に
依
り
祭
神
を
決
定
し

合
祀
す
る

二、遺
族
に
對
し
合
祀
の
旨
を
通
知
す
る

【
一
四
八
】
死
歿
者
連
名
簿
調
製
上
の
希
望
事
項
（
昭
和
22
年

５
月
21
日
）

死
歿

連
名
簿
調
製
上
の
希

事
項

昭
和
二
二
、
五
、
二
一

第
一
復
員
局
業
務
部

一、復
寫
す
る
場
合
は
特
に
鮮
明
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

二、區
劃
か
狭
い
爲
隣
の
も
の
と
混
淆
し
た
り
線
の
上
に
記
載
し
た
も
の
か

あ
つ
て
判
讀
に
苦
し
む
場
合
か
多
い
。

三、死
亡
場
所
を
明
確
に
記
載
せ
ら
れ
た
い
。

イ
、
細
部
の
み
を
記
載
（
例

阪
東
川
、
キ
エ
タ
）
す
る
も
の

ロ
、
緯
度
の
み
を
記
載
し
經
度
を
記
載
し
な
い
も
の

ハ
、
ボ
島
等
と
略
記
し
て
あ
る
も
の

等
が
あ
る
。
要
す
る
に
地
名
は
細
部
に
亘
る
要
は
無
く
國
名
又
は
之
に

準
ず
る
も
の
で
よ
い
が
内
地
或
は
沖
等
は
余
り
漠
然
と
し
て
ゐ
て
記

の
整
理
上
困
る
。
之
等
の
も
の
は
可
及
的
調
査
の
上
内
地
は
出
來
る
限

り
府
縣
名
を
記
載
せ
ら
れ
た
い
。

四、遺
族
の
氏
名
は
姓
が
同
じ
も
の
は
名
の
み
で
差
支
へ
な
い
と
一
應
考
へ

ら
れ
る
け
れ
ど
姓
の
不
鮮
明
な
も
の
或
は
間
違
ひ
と
思
は
れ
る
文
字
が

あ
る
爲
之
等
の

別
の
資
料
と
致
し
た
い
の
で
今
後
は
必
ず
氏
名
を
記

載
せ
ら
れ
た
い
。
尤
も
大
部
分
の
世
話
部
は
氏
名
共
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。

五、終

後
（
昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
降
）
の
も
の
を
前
の
も
の
に
混
入

し
な
い
こ
と
。

六、「
凡
有
内
地
病
死
、
或
は
外
地
に
あ
つ
て
も
處
刑
せ
ら
れ
て
死
歿
し
た

等
は
記
載
し
な
い
こ
と
」。

七、重
複
記
載
し
な
い
こ
と
（
甚
だ
し
い
の
は
一
枚
二
十
名
内
外
の
中
に
重

複
記
載
が
あ
る
）。

八、官
等
の
略
記
は
差
支
へ
な
い
が
軍
屬
は

に
屬
と
す
る
こ
と
な
く
軍
屬

と
せ
ら
れ
た
い
（

に
屬
と
せ
ら
れ
る
と
陸○
軍○
屬○
か
×陸
×軍
×軍
×屬
か

別

し
な
い
）。

九、市
（
區
）
町
村
毎
に
區
分
し
て
書
く
こ
と
を
勵
行
せ
ら
れ
た
い
。

一〇、本
籍
地
の
脱
漏
、
又
町
村
名
の
み
を
記
載
し
番
地
を
省
略
し
た
も
の

が
あ
る
が
之
等
は
共
に
必
ず
記
載
せ
ら
れ
た
い
。

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一四日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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【
一
四
九
】
三
年
以
上
経
過
の
も
の
の
合
祀
に
つ
い
て
（
昭
和

22
年
８
月
６
日
）

三
年
以
上
経
過
の
も
の
の
合
祀
に
つ
い
て

二
二
、
八
、
六

從
來
通
り
合
祀
し
な
い
方
針
で
あ
る
。

尚
合
祀
範
圍
は

く
從
来
通
り

死

傷
死

病
死
と
す
る
（
範
圍
を

大
す
る
こ
と
は
復
員
廳
存
續
中
に
處
理
困

と
な
る
）、
之
等
以
外
の
特

種
の
も
の
、（
三
年
以
上
経
過
、
特
種
潜
航
艇
に
於
け
る
訓

中
の
死
歿

者
、「
陸

」
の
死
歿
者
等
）
は
一
切
合
祀
手
續
し
な
い
。
但
し
之
等
特

種
の
も
の
の
資
料
は
復
員
廳
解
散
に
際
し
神
社
に
送
付
す
る
。
而
し
て
之

が
合
否
に
つ
い
て
は
神
社
に
一
任
致
し
た
い
考
へ
。

（
長
屋
課
長
、
荒
木
事
務
官
談
）

追
記

從
来
、
三
年
以
上
経
過
の
も
の
ゝ
書
類
は
、
悉
く
返
却
し
た
が
現
在
は
、

本
局
に
保
留
し
て
ゐ
る
。

【
一
五
〇
】
要
旨
（〔
昭
和
22
年
末
〕）

要

旨

役
又
は
事
變
に
基
因
し
て
死
歿
し
た
軍
人
軍
属
は
叡
慮
に
依
り
靖
國
神

社
に
合
祀
せ
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
陸

軍
當
局
に
於
て
有
資
格

の
個
々

の
人
名
を
調
査
上
奏

御
裁
可
を
仰
い
で
之
を
靖
國
神
社
に
通
報
し
、

ね

年
春
、
秋
兩
度
陸

軍
の
主
催
で
臨
時
大
祭
を

行
合
祀
せ
ら
れ
て

ゐ
た
が
終

に
伴
ひ

種
の
事
情
で
從
前
と
同

の
資
格
を
有
す
る

は

一
括
合
祀
手
續
を
爲
し
爾
後
個
々
の
人
名
を
調
査
し
て
靖
國
神
社
に
通
報

す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

第
一

終

前
の

況

一、調
査
及
手
續

1．
滿
洲
、
日
華
事
變
以
來
昭
和
二
十
年
四
月
迄
に
合
祀
せ
ら
れ
た

は

二
十
二

九
千
四
百
七
十
六
名
で
あ
る
。

2．
有
資
格

は
別
紙
第
一
の
要
領
で
各
關
係
部
隊
に
於
て
嚴
密
に
調
査

の
上
陸
軍
省
に
提
出
し
て
ゐ
た
が
、

局
の
進
展
に
伴
ひ
各
隊
の

事
務
も
簡
素
化
す
る
爲
別
紙
第
二
の
特
例
を
設
け
た
が
實
施
中
に

終

と
な
つ
た
。

3．
陸
軍
省
に
於
て
は
官
房
内
に
將
校
以
下
約
三
十
名
の
祭
典
掛
を
設
け

高
級
副
官
を
委
員
長
と
し
て
副
官
、
祭
典
掛
長
、
輔
任
、
恩
賞
、
軍

事
、
醫
事
の
各
課
員
一
名
宛
を
以
て
資
格
調
査
委
員
會
を
構
成
し
て

別
紙
第
三
の
審
査
内
規
に
基
い
て
各
隊
の
上
申

を
個
々
に
嚴
密
に

審
査
し
て
有
資
格

を
決
定
し
て
ゐ
た
。

こ
の
調
査
に
於
て
は
生
存
の
疑
あ
る

又
は
忌
は
し
い
行
爲
に
依
る

死
歿

を
誤
つ
て
合
祀
す
る

な
こ
と
の
な
い

に
又
從
前
合
祀
せ

ら
れ
た

と
の
均
衝
を
失
は
な
い

に
特
に
注
意
し
て
ゐ
た
。

4．
調
査
の
結
果
有
資
格

と
決
定
し
た

は
大
臣
よ
り
上
奏

御
裁
可

を
得
て
靈
璽
簿
を

成
し
て
靖
國
神
社
宮
司
に
通
報
し
て
ゐ
た
。

二、合
祀
の
爲
の
祭
儀

局
其
他

般
の

勢
上
多
少
の
差
は
あ
つ
た
が
國
家
的
重
要
祭
儀
と

し
て
勅
裁
を
得
て
別
紙
第
四
の
要
領
で
極
め
て
盛
大
嚴

に
實
施
し
て

ゐ
た
。
然
る
に

中
期
以
後

般
の

勢
上
簡
素
化
せ
ら
れ
昭
和
二

十
年
春
の
臨
時
大
祭
の

行
の
能
否
は
相
當
懸
念
せ
ら
れ
た
が
熾
烈
な

る
空
襲
下
に
特
に
對
空
處
置
を
講
じ
て

陛
下
の
親

を
仰
い
で
内
地

各
軍
、
師
團
代
表

參
列
莊
嚴
に
實
施
せ
ら
れ
た
。
只
遺
族
に
對
す
る

案
内
は
取
止
め
ら
れ
た
が
東
京
在
住
遺
族
、
全
國
各
地
の
遺
族
が
自
發

的
に
參
列
し
た

は
數
萬
を
超
へ
懸
念
せ
ら
れ
た
空
襲
も
な
く
極
め
て

盛
儀
で
あ
つ
た
。

昭
和
二
十
年
秋
の
合
祀
大
祭
も

般
の

勢
之
を
許
す
限
り
今
春
の
要

領
に
依
り
實
施
す
べ
く
別
紙
第
五
の
通
協
議
の
上
資
格
の
調
査
其
他

般
の
準
備
を
進
め
て
ゐ
た
處

如
終

と
な
つ
た
。

第
二

終

後
の

況

一、終

に
伴
ひ
秋
合
祀
豫
定

を
如
何
に
す
る
か
、
大
多
數
の
未
合
祀

を
如
何
に
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
つ
た
。
之
等
は
今

後
の
靖
國
神
社
の
處
理
と
極
め
て
關
係
深
く
連
合
軍
側
の
意
圖
も

然

し
な
い
今
日
根
本
的
對
策
は
樹
て
ら
れ
な
い
が
神
社
を
管
理
し
新
祭
神

を
合
祀
手
續
す
る
陸

軍
省
は
十
一
月
末
を
以
て
解
体
せ
ら
れ
、
又
神

社
自
体
と
し
て
も
從
來
の

に
盛
大
な
る
合
祀
祭
を
行
ひ
合
祀
す
る
こ

と
も
極
め
て
困

を
豫
想
せ
ら
れ
且
未
合
祀

に
關
す
る
文
書
も

災

に
よ
り

失
又
は

却
せ
ら
れ
從
前
の

な
調
査
を
迅
速
正
確
に
遂
行

す
る
こ
と
は
極
め
て
困

に
つ
き
陸

軍
當
局

協
議
の
上
、
從
前
の

合
祀

と
同

の
有
資
格

は
個
々
の
人
名
調
査
を
俟
つ
こ
と
な
く
一

先
づ
「
一
括
合
祀
」
の
上

後
個
々
の
人
名
を
調
査
の
上
神
社
に
通
報

す
る
こ
と
に
決
し
神
社
其
他
の
方
面
と
協
議
し
た
と
こ
ろ
個
々
の
人
名

の

明
し
な
い

を
一
括
合
祀
す
る
こ
と
は
神

上
の
見
地
か
ら
異
議

あ
り
、
依
つ
て

靈
は
一
先
ず
靖
國
神
社
招
魂
殿
に
一
括
御
招
き
し
て

後
個
々
の
人
名
確
定
に
伴
ひ
逐
次
本
殿
に
本
格
的
に
合
祀
す
る
方
法

を
取
る
こ
と
に
決
定
し
、
十
一
月
末
の
陸

軍
解
体
に
先
だ
ち
大
招
魂

祭
（
實
質
的
に
は
臨
時
大
祭
）
を

行
す
る
こ
と
に
決
し
國
内
關
係
機

關
に
諮
り
同
意
を
得
て
連
合
軍
の
諒
解
を
求
め
左
記
の
通
陸

軍
兩
大

臣
よ
り
上
奏

御
裁
可
を
仰
い
だ
。

左

記

大
東
亞

竝
に
支
那
、
滿
洲
事
變
に
關
し

死

傷
死
し
又
は

地
、
事
變
地
等
に
於
け
る
傷
痍
疾
病
等
に
起
因
し
昭
和
二
十
年
九
月

二
日
迄
に
死
歿
せ
る
軍
人
軍
属
等
に
し
て
靖
國
神
社
未
合
祀
の

を

同
神
社
招
魂
殿
に
招
魂
祭
祀
の
爲
來
る
十
一
月
十
九
日
招
魂
式
執
行

二
十
日
、
二
十
一
日
臨
時
大
招
魂
祭

行
の
儀

勅
許
被
爲
在
候

執
奏
相
成
度
候
也

追
て
右
祭
祀

の
個
々
の
祭
神
名
は
今
後
愼
重
調
査
の
上
例
大
祭
に

際
し
逐
次
本
殿
に
合
祀
可
致
、
尚
招
魂
式
執
行
に
關
し
連
合
軍
側
と

は
爲
念
諒
解
濟
に
付
申
添
候

二、臨
時
大
招
魂
祭
の

行

大
招
魂
祭
は

津
陸
軍
大
將
を
委
員
長
と
し
て

ね
從
前
の
臨
時
大
祭

の
要
領
を
以
て
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
日
間
靖
國
神
社
に
於
て

行
せ
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ら
れ
た
。
大
祭
第
一
日
は
招
魂
齋
庭

本
殿
に
合
祀
せ
ら
れ
て

ゐ
な
い
た
め
で
あ
る

に

天
皇

陛
下
の
行
幸
を
仰
ぎ

各
皇
族
、
内
閣
總
理
大
臣
以
下
政
府
大
官
、
未

復
員
内
地
各
軍
隊
、
官
衙
の
代
表

、
各
地
方
長
官
、
在
京
遺
族
、
一

般
有
志
參
集
し
て
盛
大
嚴

に

行
せ
ら
れ
今
次

に
於
て
九
月
二

日
迄
に
死
歿
し
未
だ
合
祀
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い

靈
は
神
社
内
の
招
魂
殿

に
招
魂
鎭
坐
せ
ら
れ
本
格
的
な
本
殿
に
合
祀
を
俟
つ
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

尚
本
大
祭
に
は
連
合
軍
側
か
ら
も
參
列
の
意
圖
で
あ
つ
た
が

合
に
よ

り
取
止
め
と
な
り
大
祭
第
一
日
ダ
イ
ク
代
將
以
下
宗
教
關
係
將
校
三
名
、

視
察
の
爲
來
社
し
開
式
よ
り
閉
式
迄
熱
心
に
視
察
し
且
神
社
内
外
の

況
を
も
視
察
し
關
係

よ
り
種
々
説
明
し
て
靖
國
神
社
の
本
質
理
解
に

努
め
た
。

三、未
合
祀

の
人
名
調
査

終

に
伴
ひ
各
部
隊
か
ら
の
從
前
の

な
未
合
祀

の
上
申
も
自
然
に

中
絶
の
形
と
な
り

往
上
申
文
書
類
も
其
大
部

失
又
は

却
せ
ら
れ

今
後
の
調
査
は
困

を
豫
想
せ
ら
れ
た
の
で
昭
和
二
十
年
九
月
聯
隊
區

司
令
部
配
属
要
員
教
育
席
上
に
於
て
別
紙
第
六
の
通
指
示
せ
ら
れ
關
係

文
書
類
の
散

を
豫
防
す
る
と
共
に
そ
の
進
達
準
備
方
を
内
示
し
十
二

月
復
員
省
發
足
に
伴
ひ
別
紙
第
七
及
第
八
の
通
關
係
方
面
に
通
報
し
未

合
祀

の
調
査
を
開
始
し
た
。

四、靖
國
神
社
の
性
格
變
化
に
伴
ふ
人
名
調
査

1．
昭
和
二
十
年
十
二
月
連
合
軍
の
指
令

Ａ
Ｇ
〇
〇
〇
三
Ｇ
｜
Ｅ

内
閣
閣
甲
第
三
三
〇
号

及
昭
和

二
十
一
年
二
月
二
日
勅
令
第
七
〇
號
に
基
き
神
社
は
一
般
神
社
と
同

に
宗
教
法
に
依
る
法
人
と
し
て
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
復
員
省

の
管
理
を
離
れ
た
。
之
に
伴
ひ

に
合
祀
濟
の

で
人
名
不
明
の

の
調
査
を
依
然
復
員
機
關
に
於
て
實
施
す
る
の
當
否
に
就
て
考
へ
ら

れ
た
が
こ
の
調
査
は
復
員
業
務
に
關
聯
し
て
始
め
て
調
査
が
出
來
る

の
で
今
復
員
機
關
以
外
に
於
て
實
行
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
ば

か
り
で
な
く
軍
と
し
て

牲
の
最
も
大
き
な
死

に
對
す
る
道

義
上
復
員
業
務
中
の
重
要
業
務
と
し
て
實
施
す
る
を
至
當
と
す
る
見

解
の
下
に
從
前
通
に
實
施
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

2．
各
地
方
世
話
部
に
於
て
は
昨
年
末
の
指
示
に
基
い
て
調
査
を
始
め
た

が
關
係
書
類
の
不
足
、
復
員
部
隊
と
の
連
絡
等
相
當
に
困

を
極
め

昭
和
二
十
一
年
三
月
末
迄
に
約
五

餘
名
の
申
告
票
が
復
員
局
に
到

し
た
の
で
本
局
業
務
部
に
於
て
は
從
前
の
資
格
調
査
標
準
に
準
據

し
て
逐
次
調
査
し
た
が
、
生
死
の

定
困

の
爲
其
中
一

六
千
八

百
六
十
一
名
の
み
を
第
一
回
分
と
し
て
四
月
上
旬
迄
に
靖
國
神
社
に

通
報
し
た
。
靖
國
神
社
に
於
て
は
前
號
の
通
り
通
報
を
受
け
た
人
名

は
春
の
例
大
祭
の
前
日
招
魂
殿
よ
り
本
殿
に
合
祀
の
祭
祀
を
行
は
れ

之
等
の

は
本
格
的
に
合
祀
し
た
る
旨
通
報
が
あ
つ
た
。

3．
以
上
に
よ
り
合
祀
濟
不
明

の
調
査
業
務
は
大
体
軌
道
に
乘
つ
て
來

た
の
で
別
紙
第
九
の
通
各
地
方
機
關
に
連
絡
し
地
方
の
迅
速
正
確
な

る
申
告
と
、
本
局
の
迅
速
な
る
調
査
整
理
に
意
を
用
ひ
靖
國
神
社
の

取
扱
能
力
に
應
じ
可
及
的
迅
速
な
る
完
結
を
目
途
に
促
進
を
圖
り
昭

和
二
十
一
年
八
月
末
迄
に
到

し
た
申
告
票
約
十
二

名
中
（
内
三

月
末
迄
の
分
の
保
留
約
三

四
千
名
を
含
む
）
調
査
完
了
の
分
五

三
千
六
百
三
十
名
を
九
月
中
旬
靖
國
神
社
に
通
報
し
た
。

五、一
括
合
祀

の
人
名
調
査
中
止

昭
和
二
十
二
年
九
月
中
旬
靖
國
神
社
よ
り
「

に
合
祀
せ
ら
れ
た

以

外
今
次

で
死
歿
し
た

を
新
に
合
祀
す
る
こ
と
は
連
合
軍
側
よ
り

禁
止
せ
ら
れ
た
」
旨
の
通
報
あ
り
、
兹
に
於
て
こ
の
調
査
を
こ
の
ま
ゝ

續
行
す
る
か
、
或
は
連
合
軍
に
諒
解
を
求
め
此
の
ま
ゝ
續
行
す
る
か
、

中
止
す
る
か
に
就
て
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
段
階
に
達
し
た
の
で
第
二
復

員
局
と
協
議
種
々
研
究
の
結
果
、
復
員
全
般
に
及
ぼ
す
影
響
上
已
む
を

得
ず
申
告
票
の
提
出
を
止
め
調
査
を
中
止
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は

念

の
至
り
で
死
歿

に
對
し
又
、
之
等
の
遺
族
に
對
し
寔
に
申
譯
の
な
い

結
末
で
あ
る
。

一
括
合
祀

人
名
調
査
中
止
後
の
措
置

連
合
軍
側
の
神
社
に
對
す
る
指
令
に
伴
ひ
未
合
祀

の
調
査
は
一
旦
中
止

し
た
が
此
ま
ゝ
放
置
す
る
と
き
は
百

以
上
の
無
名
の
祭
神
、
終

後
死

歿
し
合
祀
有
資
格
幾

靈
に
對
し
將
又
之
等
の
遺
族
に
對
し
、
後
世
に

對
し
寔
に
申
譯
の
な
い
ば
か
り
か
靖
國
神
社
と
し
て
は
此
後
祭
祀
を
維
持

存
續
す
る
た
め
に
は
遺
族
に
基
盤
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
祭
神

大
多
數
の
個
々
の
人
名
が

ら
な
い

で
は
不
可
能
に
つ
き
、
第
二
復
員

局
と
協
議
し
て
合
祀
事
務
の
名
義
を
止
め
生
死
不
明

、
死
歿

究
明
の

一
環
作
業
と
す
る
こ
と
ゝ
し
窃
か
に
別

の
通
調
査
中
止
に
伴
ふ
善
後
措

置
を
地
方
復
員
局
を
經
て
各
地
方
世
話
課
と
連
絡
し
て
新
に
死
歿

の
連

名
簿
の
形
式
を
以
つ
て
未
合
祀

の
報
告
を
求
め
之
を
基
に

後
の
調
査

を
續
行
し
た
。

各
地
方
世
話
部
で
は
種
々
の
障
碍
を
排
し
て
連
名
簿
を
作
製
し
て
本
局
に

提
出
せ
ら
れ
、
此
數
は
昭
和
二
十
二
年
十
月
末
迄
に
約
六
十
五

名
に
達

し
た
。
本
局
で
は

速
に
調
査
し
、
之
を
別
紙

式
の
名
簿
化
し
て
靖
國

神
社
に
通
報
を
準
備
し
た
。
此
數
六
十

餘
に
達
し
た
。
此
後
尚
七
十

に
近
き
未
處
理

を
豫
想
せ
ら
る
。

近
く
本
局
を
始
め
地
方
の
復
員
機
構
も
改
正
縮
少
を
豫
想
せ
ら
る
も

述

の
經
緯
に
鑑
み
凡
有
方
法
を
講
じ
對
外
刺
戟
な
き

調
査
を
完
遂
し
て
神

社
に
通
報
の
上
祭
祀
を
續
行
致
さ
せ
、

靈
を
慰
め
、
遺
族
を
慰
め
國
家

再
建
の
爲
意
義
あ
ら
し
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

附
記

日

事
変
以
前
に
於
て
は
軍
屬
以
外
の
者
で
も
軍
人
を
合
祀
す
る
場
合
と

同
一
の
情
況
下
に
あ
つ
た
も
の
又

死
者
と
同
一
の
取
扱
を
必
要
と
す
る

も
の
は
関
係
省
等
の
發
動
に
依
り
陸
、
海
軍
両
大
臣
に
於
て
上
奏
の
上
合

祀
せ
ら
れ
て
居
た
。
例
へ
ば
外
務
省
警
官
、
満
鉄
社
員
、
開
拓
移
民
等
そ

れ
で
あ
る
。

今
次

に
於
て
も
之
等
に
該
當
す
る
も
の
は
相
當
多
數
含
ま
れ
て
居
る

が
表
面
に
現
れ
て
ゐ
な
い
も
の
が
多
い
。
之
等
は
軍
屬
制
度
の
変
化
に
伴

つ
て
悉
く
軍
屬
に
任
用
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
結
果
合
祀
に
つ
い
て
は

固
有
身
分
の

屬
省
等
を
経
ず
し
て
陸
海
軍
で
措
置
出
来
た
爲
に
外
な
ら

な
い
。

從
つ
て
合
祀
軍
屬
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
各
省
派
遣
官
吏
は
勿
論
、
會

社
員
船
員
等
多
數

含
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
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【
一
五
一
】
戦
歿
者
調
査
業
務
の
移
管
に
つ
い
て
（
要
旨
）

（
昭
和
23
年
８
月
２
日
）

歿
者

査
業
務
の
移
管
に
つ
い
て
（

旨
）

昭
和
二
十
三
年
八
月
二
日

於
靖
國
神
社

一、會
同
者

岡
林
業
務
課
長

水
上
事
務
官
（

行
欠
）

清
水
事
務
官

（
二
復
）
長
屋
業
務
課
長

津
事
務
官

（
神
社
）
池
田
權
宮
司
（
代
理
）

坂
本
、
神
野

、
大
谷

二、議
事

岡
林

今
回
傷
痍
軍
人
記
章
等
に
関
連
し
て
『
占
領
政
策
の
根
本
方
針
を

基
と
し
て
業
務
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
旨
の
強
い
注
意
が
あ
っ
た
。

從
つ
て
官
に
於
て
は
積
極
的
な
援
助
は
出
来
な
い
と
云
ふ
事
を
前
提
と
し

て
、
今
後
の
措
置
に
つ
い
て
研
究
し
て
載
き
た
い
。

神
社

１
、
神
社
が
独
自
で

査
を
行
ふ

２
、
官
庁
に
附
隨
し
て

査
す
る

こ
の
二
つ
が
考
へ
ら
れ
る
。

②
は
現
在
の
型
で
あ
る
が
復
員
局
を
は
な
れ
て
は
中
々
困

で
あ
る
し
自

然
他
の
注
目
を
、
ひ
く
こ
と
に
な
る
。

大
谷

遺
族
會
は
財
團
法
人
と
し
て
近
く
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ
か
ら
許
可
さ
れ
る

筈
で
あ
る
。

岡
林

遺
族
の
自
発
的
申
出
に
よ
つ
て
合
祀
し
て
は
（
一
案
）。

神
社

合
祀
不
適
格
者
も
合
祀
す
る
結
果
と
な
る
。

岡
林

留
守
業
務
局
で
現
在

製
し
て
ゐ
る
死
亡
者
名
簿
を
復
員
局
閉
鎖

の
折
、
神
社
へ
送
り
た
い
と
思
ふ
。
之
が
あ
れ
ば
不
適
格
者
の
問
題
は
解

消
す
る
し
又
恒
久
的
の
整
理
が
出
来
る
と
思
ふ
。
但
し
本

は
司
令
部
の

関
係
で
ど
う
な
る
か
は
予
測
出
来
な
い
。

或
は
公
報
の
写
を
神
社
へ
送
る
の
も
一
案
と
思
ふ
。

こ
の
場
合
不
適
格
者
に
は
、
そ
の
旨
記
入
せ
し
め
る
。

大
谷

遺
族
會
に
之
を
や
ら
し
て
は
、

坂
本

の
印
象
を
無
く
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
考
へ
方
か
ら

す
れ
ば
如
何
か
と
思
ふ
。

岡
林

財
政
の
面
も
あ
る
し
又
事
務
能
力
が
問
題
で
あ
る
。

大
谷

事
務
能
力
は
無
い
。

岡
林

こ
れ
は
私
の
試
案
で
、
上
司
の
許
し
を
得
た
も
の
で
は
な
い
が
公

報
を
各
世
話
課
か
ら
一
部
取
る
之
を
神
社
に
貸
す
、
神
社
は
之
を
基
と
し

て
所

の
資
料
を
作
る
。
用
済
後
本
局
に
返
却
す
る
。

二
復
、
神
社
と
も
、
本
案
に
同
意
せ
ら
る
。

從
つ
て
、
こ
の
線
で
進
む
こ
と
に
決
定
し
た
。

岡
林

神
社
で
は

査
の
為
人
員
を
増
さ
れ
ま
す
か
。

神
社

現
在
赤
字
で
か
ゝ
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
合
祀
に
関
す
る
事

務
を
復
員
局
で
、
し
て
載
け
な
い
と
す
れ
ば
、
当
方
と
し
て
は
財
政
の
困

を
な
ん
と
か
し
て
、
人
員
を
増
し
、

査
業
務
を
充
実
し
た
い
。

岡
林

細
部
に
つ
い
て
は
両
復
員
局
事
務
担
当
者
と
協
議
の
上
可
然
く
取

計
れ
た
い
。

尚
新
に
、
人
員
を
増
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
復
員
局
に
人
が
あ
ま
つ
て
ゐ
る

か
ら
御
考
慮
せ
ら
れ
た
い
。

神
社

い
づ
れ
検
討
の
上
御
伺
ひ
す
る
。

【
一
五
二
】
祭
神
名
票
作
製
ノ
件
〔
鑑
〕（
昭
和
23
年
８
月
28

日
）

昭
和
二
三
年
八
月
二
五
接
受

八
月
二
五
起
案

八
月
二
八
決
裁

祭
神
名
票
作
製
ノ
件

祭
神
名
票
を
左
記
要
領
及
別
紙
案
の
通
り
作
製
し
て
も
良
い
か
伺
ひ
ま
す
。

左

記

一
、
引
継
事
務
の
増
加
に
よ
り
既
製
カ
ー
ド
が
不
足
に
な
る
こ
と
。

二
、
引
継
事
務
の
事
実
上
の
開
始
は
十
月
よ
り
と
予
想
さ
れ
る
の
で
作
製

も
九
月
下
旬
迄
に
し
た
い
（
約
十
万
枚
）。

三
、
作
製
枚
数
は
約
五
十
万
枚
の
予
定

〔
※
１
〕
。

〔
※
１
〕

横
書
の
場
合
は
国
定
に
従
ひ
、
左
書
に
一
定
し
、
別
紙
祭
神
名

票
カ
ー
ド
横
書
の
個
所
は
左
よ
り
始
め
ら
れ
た
い
。
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【
一
五
三
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

( ）
〔
※
２
〕

票 名 神 祭 （ )
〔
※
１
〕

年

月

日

生

勳官
功位

從正

勳

功

屬所族 籍 本

縣府

區郡市

村町

番
地

族

昭
和

年

月

日
合
祀

地病傷

昭
和

年

月

日

名病傷地亡死

昭
和

年

月

日

才
）

名氏 居族祭
神

第

號

( ）
〔
※
３
〕

（１京東)

〔
※
１
〕
五
十
音
区
分

〔
※
２
〕
合
祀
番
号

〔
※
３
〕

族
番
号

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一四日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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【
一
五
四
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

(
）

祭
神

名
票

（
)

年

月日

官
位

正
從勳功

屬
傷
病
地昭和年月日

傷
病
名

死
亡
地昭和年月日才）

合
祀昭和年月日

祭
神第號

本
籍

縣
府

區
郡
市

村
町

族
氏
名

公
報
昭
和

年
月

日
（

）

【
一
五
五
】
祭
神
名
票
記
載
事
項
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

祭
神
名
票
記
載
事
項

１

氏

名

追
加
記
入
ヲ
ス
ル
モ
ノ

２

生
年
月
日

12

公
報
発
令
月
日
及
番
号

３

官
等

位
勲
功

13

受
付
番
号

４

所

属

５

本
籍
地

６

傷
病
地
及
年
月
日

７

傷
病
名

８

死
亡
地
及
年
月
日

９

遺
族
居
所
氏
名

10

合
祀
年
月
日

11

祭
神
簿
番
号
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【
一
五
六
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

( ）
〔
※
２
〕

票 名 神 祭 （ )
〔
※
１
〕

2.3

年

月

日
生

位官
１

從正

勳

功

屬所
１

籍 本

縣府

區郡市

□□
(二字不明)

村町

１

昭
和

年

月

日
合
祀

地病傷
1.5

昭
和

年

月

日

名病傷
1.8

地亡死
1.5

昭
和

年

月

日

才
）

名氏 居族
2.4

祭
神

第

號

( ）
〔
※
３
〕

公
報
昭
和

年

月

日

〔
※
１
〕
五
十
音
区
分

〔
※
２
〕
受
付
番
号

〔
※
３
〕
公
報
番
号
ヲ
附
ス
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【
一
五
七
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

※
１
〕

〔※２〕

1.0

（ ） 祭 神 名 票 （ ）

0.8

公
報
昭
和

年

月

日

0.8

0.8

昭
和

年

月

日
合
祀

祭
神
簿
第

号
0.8

本 籍
2.7

都府縣 町村

市郡区

所属
0.8

官位
1.0

正從

勲

功

2.0 0.5

年

月

日
生

遺族氏名

2.2

死亡地

1.5

昭
和

年

月

日

才
）

傷病名

1.5

傷病地

1.5

昭
和

年

月

日

（ ）

0.5

1.5

0.8

〔
※
１
〕

赤
線
が
現
行
の
大
さ
。〔
赤
線
は
太
枠
で
表
記
し
た
。〕

〔
※
２
〕

は
が
き
を
利
用
す
る
方
が
経
費
節
約
さ
れ
る
も
、
從
来
の
型
よ
り
稍
々
小
さ
く
な
る
。

宮
司
の
注
書
に
よ
り
同
型
の
も
の
を
左
横
書
と
し
た
。
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【
一
五
八
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

(
）

祭
神

名
票

（
)年

月日
生

官
位

正
從勲功

所
属

傷
病
地昭和年月日

傷
病
名

死
亡
地昭和年月日才）

合
祀

祭
神第号

本
籍

縣
府
都

区
郡
市

村
町

族
氏
名

公報昭和年月日

（
）

〔
※
１
〕

〔
※
１
〕
本
案
に
よ
り
実
施
す
。
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【
一
五
九
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）

146

〔
※
１
〕
赤
線
が
現
行
の
大
き
さ
。〔
赤
線
は
太
枠
で
表
記
し
た
。〕

〔
※
２
〕
は
が
き
を
使
用
し
て
経
費
の
節
減
を
考
慮
す
。
型
は
現
行
の
も
の
よ
り
稍
々
小
さ
く
な
る
。



【
一
六
〇
】
祭
神
名
票
（〔
昭
和
23
年
８
月
〕）祭

神
名

票
(

)

年
月

日
生

官位
正従

勲
位

所属本籍

都府縣町村

市郡区

昭
和

年
月

日
合
祀

傷病地

昭
和

年
月

日

傷病名死亡地

昭
和

年
月

日
（

才
)

族氏名祭
神
簿
第

號

公報昭和年月日

（
）
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【
一
六
一
】
十
一
月
八
日
事
務
引
続
会
談
記

（〔
昭
和
23
年

11
月
10
日
〕）

十
一
月
八
日
事
務
引
續
会
談
記

23

10
／
11

權
宮
司

鈴
木
禰
宜

神
の
藤
主
典

岡
林
課
長

水
上
事
務
官

清
水
事
務
官

一、「
靖
國
神
社
合
祀
資
格
審
査
方
針
綴
」
の
内
容
の
説
明
（
水
上
）

１
、
本
綴
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ

出
書
類
な
る
こ
と
。

但
し
別
に
本
綴
の

本
を
作
製
し
あ
る
に
つ
き
本
綴
は
神
社
に
て
保

管
す
る
こ
と
。

２
、
内
容
の
簡

な
る
説
明
。

イ
、
明
治
維
新
に
よ
り
終
戦
後
ま
で
の
合
祀
方
針
の
変
遷
が
知
ら
れ

る
。

ロ
、
同
一
文
書
二
部
以
上
あ
る
も
の
も
あ
る
が
こ
れ
は
整
理
さ
れ
る

が
良
い
。

二、「
合
祀
関
係
諸
條
規
綴
」
の
説
明
（
水
上
）

１
、
本
綴
も
前
項
と
同
じ
く
Ｇ
Ｈ
Ｑ

書
類
な
る
も
別
本
が
あ
る
か
ら

神
社
に
て
保
管
せ
ら
れ
度
い
。

２
、
内
容
は
「
方
針
綴
」
中
の
條
規
と
重
複
の
も
あ
る
が
そ
の
ま
ゝ
と

さ
れ
度
い
。

３
、
本
綴
は
「
方
針
綴
」
の
中
の
関
係
の
條
規
を
一
括
し
た
も
の
で

「
方
針
綴
」
と
対
照
し
て
見
る
こ
と
。

三、「
終
戦
後
に
於
け
る
留
守
業
務
及
恩
典
処
理
大
綱
」

１
、
本
綴
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ

書
類
で
あ
る
が
請
求
の
あ
つ
た
時
に
は
返

し

て
も
ら
い
た
い
。

２
、
内
容
は
終
戦
後
の
靖
國
神
社
合
祀
に
関
し
て
地
方
世
話
課
に
発
し

た
通
牒
で
あ
る
。

四、「
靖
國
神
社
臨
時
大
招
魂
祭
関
係
綴
」

１
、
本
綴
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ

出
書
類
で
あ
り
別
本
な
き
爲
一
應
返

せ
ら
れ

度
い
。

２
、
内
容
は
臨
時
大
招
魂
祭
の
往
復
文
書
及
祭
典
記

で
あ
る
。

３
、「
本
局
閉
鎖
の
折
は
靖
國
神
社
へ
送
付
方
願
ひ
度
い
」
の
添
附
紙

あ
る
に
つ
き
後
日
神
社
に
送
附
さ
れ
る
。

五、「
各
地
方
世
話
部
長
へ
の
口
達
書
」

１
、
本
書
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

閲
済
で
あ
る
が
内
容
に
不

合
な
点
を
追
記

し
て
あ
る
。

２
、
靖
國
神
社
合
祀
方
針
の
説
明
と
申

票
連
名
簿
等
の
作
製
上
の
注

意
書
で
あ
る
。

３
、
靖
國
神
社
の
そ
の
後
の
動
向
等
も
記
載
し
て
あ
る
。

４
、
第
一
項
「
方
針
綴
」
の
末
尾
に
綴
込
保
存
せ
ら
れ
度
い
。

六、以
上
に
て
書
類
の
内
容
の
説
明
を
簡

に
し
た
が
何
れ
も
重
要
書
類
で

あ
る
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
関
係
を
特
に
注
意
し
て
保
管
せ
ら
れ
度
い
。

七、續
い
て
「
死
歿
者
調
査
業
務
の
引
継
覚
」
に
よ
り
説
明
（
水
上
）

添
附
別
紙
の
通
り
。

八、岡
林
課
長
よ
り
の
注
意
要
旨

１
、
業
務
は
調
査
と
整
理
と
が
並
行
し
て
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
、
引
継
書
類
中
不
用
な
も
の
の

却
廃
棄
（
申

票
）。

３
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
関
係

に
書
類
発
見
の
時
の
処
置
。

イ
、
本
件
は
神
社
側
の
別
紙

案
に
基
き

討
さ
れ
た
も
の
。

ロ
、
而
し
て
神
社
側
の
希
望
に
よ
り
一
部
資
料
を
要
求
し
た
の
で
こ

れ
に
應
じ
た
。

ハ
、
本
業
務
は
昭
和
二
十
三
年
九
月
以
降

般
の
事
情
に
よ
り
穏
当

な
ら
ず
と
認
め
た
の
で
中
止
し
た
。

ニ
、
今
後
は
時
宜
に
應
じ
文
書
又
は
口
答
に
て
連
絡
し
復
員
局
に
於

て
便
宜
を
供
す
る
様
に
し
た
い
。

４
、
地
方
世
話
課
よ
り
の
書
類
は
連
名
簿
は
望
み
得
な
く
公
報
の
寫
が

来
る
こ
と
と
な
る
。

５
、
從
つ
て
神
社
に
て
は
こ
れ
を
整
理
す
る
上
に
從
来
の
例
に
よ
り
並

行
を
保
ち
つ
ゝ
資
格
を
判
定
し
て
事
務
を
進
行
す
る
様
に
さ
れ
た

い
。

６
、
而
し
て
不
備
な
る
点
不
明
な
る
点
は
復
員
局
を
経
由
し
て
地
方
世

話
課
に
連
絡
す
る
こ
と
。

７
、
戦
犯

の
調
査
は
法
務
調
査
部
に
依
賴
す
る
こ
と
。

九、其
の
他
の
質
疑
應
答

１
、
未
調
査
残
数
は
約
五
〇
万
弱
と
推
定
さ
れ
る
。

２
、
保
留
（
不
合
祀
）
の
死
歿

は
約
一
万
あ
る
。
將
来
戦

関
係
常

人
を
合
祀
す
る
場
合
は
こ
の
保
留

を
先
に
合
祀
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
思
は
れ
る
。

３
、
申

票
記
載
の
分
は
約
三
〇
万
あ
る
。

４
、
連
名
簿
は
一

が
一
五
〇
名
と
し
て
整
理
し
て
あ
る
。

５
、
支
那
事
変
以
后
合
祀
保
留
の

が
あ
る
（
内
地

務
・
戦
地
上
陸

直
后
等
）
然
し
こ
れ
は
非
合
祀
で
な
く
追
て
調
査
並
方
針
決
定
後

合
祀
を
予
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

６
、
戦
地
指
定
の
変
化
に
伴
ひ
合
祀
保
留
の
年
次
も
亦
変
更
さ
れ
る
。

７
、
合
祀
の
決
定
は
御
裁
可
で
あ
る
が
そ
の
審
査
上
奏
は
各
隊
官

長

よ
り
行
ひ
来
つ
た
。

８
、
不
合
祀
の
場
合
も
ど
こ
ま
で
も
保
留
と
し
て
残
し
て
来
た
も
の
で

あ
る
。

十、第
八
項
㐧
二
号
は
淨
書
連
名
簿
に
必
要
事
項
記
載
の
後
申

票
を

却

す
る
。

同
じ
く
地
方
世
話
課
よ
り
の
申

連
名
簿
は

不
明
）

表
□
を
除
去
し
て
整
理

さ
れ
度
い
。

以
上
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【
一
六
二
】
死
歿
者
調
査
事
務
引
続
報
告
ノ
件
〔
鑑
〕（
昭
和

23
年
11
月
13
日
）

昭
和
二
三
年
十
一
月
十
日
起
案

11
月
13
日
決
裁

死
歿
者
調
査
事
務
引
続
報
告
ノ
件

首
題
ノ
件
一
復
関
係
ノ
分
一
應
引
続
ヲ
終
了
セ
ル
ニ
ツ
キ
報
告
致
シ
マ
ス
。

添
附
書
類

一、祭
神
調
査
事
務
引
続
経
過
及
日
誌

二、十
一
月
八
日
事
務
引
続
会
談
記

三、送
附
品
目

四、死
歿
者
調
査
業
務
の
引
継
覺

五、Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
・
関
係
へ
の
説
明

以
上

【
一
六
三
】
祭
神
調
査
事
務
引
継
の
件

〔
昭
和
23
年
11
月
〕）

祭
神
調
査
事
務
引
継
の
件

要
点
筆
記

八
月
二
日
、
於
権
宮
司
室

神
社

池
田
、
坂
本
、
神
の
藤
、
大
谷

一
復

岡
林
、
清
水

二
復

長
屋
、
奥
津

A．

本
問
題
発
生
の
原
因

岡
林
事
務
官
よ
り
種
々
の
事
情
に
よ
り
て
祭
神
調
査
事
務
は
今
後
継

続
し
て
行
く
こ
と
の
困
難
な
る
こ
と
の
説
明
あ
り
。

1、
某
地
に
て
傷
痍
軍
人
記
章
の
交
附
の
件
に
つ
き
、
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ．

よ
り

中
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
。（
長
野
縣
）

2、
右
は
占
領
政
策
に
反
す
る
と
云
ふ
に
よ
る
。

3、
本
件
は
祭
神
調
査
事
務
と
直
接
関
係
は
な
い
が
、
１
項
、
そ
の
他
の

復
員
庁
部
内
の
事
情
か
ら
し
て
、
調
査
事
務
の
続
行
不
可
能
と
な
つ

た
こ
と
。

B．

祭
神
調
査
事
務
の
今
後
如
何
に
す
べ
き
か
の
問
題

1、
今
迄
の
如
く
積
極
的
に
援
助
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
こ
の
問
題
の
対
策
を
具
体
的
に
構
じ
て
行
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。

2、
神
社
の
性
格
、
祭
神
の
対
象
即
ち
祭
神
の
範
囲
を
決
定
す
る
上
の
方

針
等
の
資
料
の
蒐
集
｜
｜
神
社
側
の
意
見
如
何
。

3、
神
社
の
性
格
と
し
て
は
終
戦
後
規
定
さ
れ
た
「
靖
国
神
社
規
則
」
に

依
る
こ
と
が
出
来
る
。

4、
神
社
の
祭
神
の
対
象
、
資
格
と
云
ふ
も
の
ゝ
規
定
と
云
ふ
様
な
も
の

は
あ
る
か
。

5、
從
来
の
範
囲
外
に
は
出
な
い
考
へ
で
あ
る
。

C．

資
科
の
蒐
集
方
法

1、
第
一
案
と
し
て
神
社
か
ら
関
係
官
庁
に
出
張
し
て
調
査
蒐
集
す
る
方

法
。

2、
こ
れ
は
差
支
へ
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
経
理
面
か
ら
見
て
、
神
社
で

は
困
難
で
あ
る
。

3、
遺
族
個
人
の
照
会
の
回
答
は
Ｇ．
Ｈ．
Ｑ．

に
了
解
済
で
あ
る
。

4、
神
社
が
調
査
の
為
官
庁
に
依
賴
す
る
の
は
、
遺
族
よ
り
照
会
が
あ
る

の
で
、
こ
の
回
答
を
す
る
為
に
調
査
（
死
歿
者
）
す
る
の
で
あ
る
と

云
ふ
方
法
は
了
解
さ
れ
る
と
思
ふ
。

5、
遺
族
の
照
会
者
に
対
し
て
は
公
報
を
送
ら
せ
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う

か
。

6、
こ
れ
は
現
在
実
施
し
て
ゐ
る
。

7、
然
し
こ
の
方
法
は
無
難
で
あ
る
が
、
全
部
を
網
羅
す
る
と
云
ふ
こ
と

は
出
来
ず
、
消
極
的
で
あ
る
。

8、
遺
族
会
が
財
団
法
人
と
し
て
発
足
す
る
。
こ
れ
に
連
絡
し
て
公
報
を

集
め
る
様
に
す
れ
ば
良
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
神
社
で
は
、
こ
れ
が
為

に
從
来
の
調
査
機
構
を
整
理
機
構
に
改
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
在
、
遺
族
自
体
で
祭
る
と
云
ふ
機
運
に
あ
る
か
に
見
ら
れ
る
。

9、
こ
れ
に
よ
る
と
祭
神
の
資
格
に
於
て
不
向
の
者
も
あ
る
と
云
ふ
こ
と

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
時
遺
族
は
誰
で
も
合
祀
し
て
も

ら
い
度
い
と
云
ふ
考
は
あ
る
か
ら
、
不
向
の
者
の
あ
る
場
合
に
困
る

こ
と
が
あ
る
。

10、
神
社
の
根
本
的
な
問
題
も
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
、
出
来
得
れ
ば
、

現
在
所
有
の
名
簿
を
神
社
に
引
渡
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。

11、
第
二
案
と
し
て
、
世
話
課
で
公
報
を
発
す
る
時
に
三
部
取
つ
て
一
部

を
直
接
神
社
に
送
附
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
困
難
で
あ
る
。
死
歿
者

の
多
い
時
は
紙
数
に
制
限
が
あ
る
こ
と
。
逃
亡
者
、
軍
刑
死
亡
者
、

自
殺
者
等
の
分
別
が
出
来
な
い
こ
と
。

12、
遺
族
会
と
世
話
課
の
話
合
に
て
遺
族
会
に
世
話
課
か
ら
直
接
渡
す
方

法
も
あ
る
。
こ
れ
は
遺
族
会
に
て
、
遺
族
を
掌
握
す
る
に
必
要
で
あ

る
と
云
ふ
口
実
に
依
る
の
で
あ
る
。
然
し
や
は
り
第
９
項
の
件
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

13、
公
報
を
業
務
課
に
て
纒
め
る
。
こ
れ
を
神
社
に
回
附
す
る
。
こ
れ
は

公
報
発
令
の
地
方
世
話
課
の
処
置
の
結
果
を
報
告
す
る
為
で
あ
る
と

云
ふ
口
実
に
よ
る
。
而
し
て
公
報
は
神
社
に
て
整
理
の
上
、
一
應
業

務
課
に
返

す
る
こ
と
。

こ
の
方
法
に
よ
り
神
社
側
で
は
如
何
に
処
置
す
る
か
、
具
体
案
を
立

て
ゝ
欲
し
い
。

D．

本
問
題
の
事
務
範
囲

1、
今
後
出
る
公
報
の
分
の
み

一
復

約
月
三
万
｜
｜
当
分
の
間

二
復

約
一
〇
万

2、
現
在
整
理
の
も
の
（
連
名
簿
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
）

一
復

約
九
四
万
｜
｜
照
合
点
検
未
了

二
復

約
二
三
万

3、
全
死
歿
者
推
定
数
。

一
復

約
一
六
〇
万

二
復

約

四
〇
万

4、
今
後
の
資
料
（
死
歿
者
名
簿
と
し
て
）
送
附
の
見
込
な
し
。

5、
死
歿
者
の
調
査
は
す
る
が
、
神
社
関
係
の
書
類
の
整
理
は
中
止
す
る
。

E．

神
社
の
機
構
及
整
理
要
領
の
方
針

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一五日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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１
、
調
査
課
機
構
の
拡
大

２
、
事
務
室
の
移
転
、
整
備

３
、
人
員
の
増
加

４
、
根
本
方
針
の
規
定

５
、
事
務
要
領
の
起
案

【
一
六
四
】
八
、
二
、
会
談
後
連
絡
事
項
日
誌
（〔
昭
和
23
年

11
月
〕）

八
、
二
、
会
談
後
連
絡
事
項
日
誌

一、八
月
二
日

清
水
事
務
官
を
訪
問
す
。

1、
神
社
側
移
転
の
部
屋
の
件
、
靖
国
会
館
の
一
部
使
用
の
計
画

2、
神
社
側
増
加
人
員
の
件
、
最
少
限
の
増
加
を
す
る
。
約
一
四
、
五
、

名
の
予
定
。

3、
機
構
、
組
織
の
件

清
水
事
務
官
の
意
見

1、
從
来
神
社
に
て
行
つ
て
ゐ
た
事
務

2、
八
、
二
、
会
談
に
よ
る
引
継
事
務

3、
新
祭
神
の
合
祀
ま
で
の
調
査
整
理
事
務

以
上
三
段
階
に
区
分
し
た
な
ら
良
い
と
思
ふ
。

こ
れ
に
対
し
神
の
藤
主
典

実
情
か
ら
見
て
、「
文
書
係
」
と
云
ふ
も
の
も
置
く
考
へ
で
あ
る
と

述
ぶ
。

4、
送
附
の
書
類
は
目
下
整
理
中
に
し
て
、
從
つ
て
事
務
は
全
部
中
止
し

て
ゐ
る
。

5、
書
類
を
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ．

に
押
へ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の

で
保
管
を
良
く
し
て
頂
き
た
い
。

6、
八
、
二
、
会
談
の
書
類
送
附
は
、
復
員
局
の
庁
舎
の
移
転
と
は
関
係

な
い
こ
と
で
、
九
月
初
旬
に
送
附
す
る
様
に
な
る
と
思
ふ
。

二、八
月
一
六
日
、
水
上
事
務
官
来
社
、
坂
本
禰
宜
、
神
の
藤
主
典
應
接
す
。

1、
今
後
の
人
員
を
如
何
に
す
る
か
。

神
社
と
し
て
は
、
経
理
面
か
ら
見
て
出
来
る
だ
け
増
員
を
差
控
え
、

増
員
す
る
と
し
て
も
、
附
近
の
學
校
の
夜
学
生
を
採
用
す
る
考
で
あ

る
。

2、
機
構
を
如
何
に
す
る
か
。

大
体
の
案
は
出
来
て
ゐ
る
が
具
体
的
な
検
討
は
ま
だ
し
て
ゐ
な
い
。

一
復
に
て
公
報
を
取
る
こ
と
の
可
能
な
る
や
否
や
の
問
題
が
決
定
す

れ
ば
神
社
の
機
構
を
決
定
す
る
。

3、
公
報
を
取
る
こ
と
は
東
京
で
は
可
能
で
あ
る
。
然
し
現
在
岡
林
課
長

が
九
州
地
方
の
実
情
を
調
査
に
出
張
し
て
ゐ
る
か
ら
、
帰
京
次
第
決

定
連
絡
す
る
。

4、
近
日
中
に
退
職
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
務
上
の
疑
問
点
、
又
は
不

明
の
点
が
あ
つ
た
な
ら
連
絡
す
れ
ば
出
社
の
上
説
明
す
る
。

5、
退
職
の
時
は
神
社
に
て
一
夜
ゆ
つ
く
り
と
御
意
見
を

聴
し
た
い
と

思
ふ
か
ら
御
連
絡
下
さ
い
。

6、
調
査
課
移
転
は
靖
国
会
舘
一
階
の
玄
関
と
東
側
一
室
の
予
定
で
、
目

下
研
究
中
で
あ
る
。

三、八
月
二
〇
日
清
水
事
務
官
を
訪
問
す
。

1、
八
、
二
、
会
談
引
継
の
戸
棚
の
件
、
別
紙
書
類
の
通
り
品
目
数
量
を

列
記
す
。

2、
搬
入
は
三
十
日
三
輛
、
三
十
一
日
二
輛
と
予
定
す
。

3、
運
搬
は
当
方
（
復
員
局
）
に
て
や
る
が
、
降
荷
は
神
社
側
に
て
や
つ

て
も
ら
い
た
い
。

4、
未
整
理
の
書
類
は
世
話
課
に
連
絡
済
に
て
回
答
の
有
つ
た
も
の
と
無

い
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
数
約
一
万
。

こ
の
分
を
名
票
に
記
入
し
置
け
ば
便
利
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

5、
八
、
二
、
会
談
の
公
報
の
云
々
と
言
ふ
こ
と
は
、
結
局
資
料
を
復
員

局
よ
り
出
す
と
云
ふ
こ
と
な
る
こ
と
、
或
は
事
情
に
よ
り
從
来
の
死

歿
者
名
簿
（
公
報
発
令
報
告
書
）
の
形
式
に
て
回
附
す
る
様
に
な
る

か
も
知
れ
な
い
。
公
報
の
区
分
は
、
死
亡
告
知
書
（
遺
族
宛
）、
死

亡
報
告
書
（
町
村
長
宛
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。

6、
名
簿
中
に
は
重
複
が
相
当
数
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
れ
は
脱
漏
を

防
ぐ
為
の
手
段
で
あ
る
。

7、
連
名
簿
作
製
の
分
は
照
合
点
検
し
て
ゐ
な
い
か
ら
、
こ
の
照
合
を
す

る
必
要
が
あ
る
（
約
九
四
万
）。

8、
実
際
に
公
報
（
又
ハ
名
簿
）
が
神
社
に
回
附
す
る
の
は
、
十
月
頃
と

予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
各
地
方
世
記
課
に
て
事
務
の
方
法
等
が
異
り
、

進
捗
の
度
に
よ
り
遅
れ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

水
上
事
務
官

1、
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ．

の
検
査
の
あ
つ
た
場
合
の
所
置
。

2、
書
類
保
管
上
前
項
の
点
を
注
意
す
る
こ
と
。

四、八
月
二
四
日
。

1、
神
の
藤
主
典
一
復
へ
出
向
、
先
に
申
請
せ
し
カ
ー
ド
棚
受
領
の
為
に
。

2、
カ
ー
ド
整
理
棚
二
輛
。
事
務
引
継
関
係
書
類
及
戸
棚
一
車
輛
を
受
領

す
。

3、
本
日
は
職
員
全
員
の
應
援
を
得
、
特
に
晝
食
を
支
給
す
。

五、八
月
二
八
日
、
一
復
へ
出
向
事
務
打
合
せ
を
な
す
。

1、
引
続
事
務
整
理
要
領
の
件

2、
戸
棚
及
書
類
運
搬
の
件
、
三
十
一
日
頃
の
予
定
。

3、
部
隊
号
一
覧
表
受
領
の
件
、
三
部
受
領
す
。
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4、
物
品
拂
下
申
請
書
に
添
付
書
類
依
賴
の
件

月
曜
日
（
三
十
日
）
に
下
附
の
こ
と
。

5、
引
続
書
類
保
管
場
所
の
件
、
こ
れ
と
関
係
し
て
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ．

と
の
件

六、八
月
三
十
日
、
一
復
へ
出
向
。

1、
添
附
書
類
受
領
。

2、
自
動
番
号

受
領
。

3、
書
類
運
搬
は
九
月
二
日
の
予
定
。

七、九
月
二
日
。

1、
引
続
書
類
及
戸
棚
等
受
領
す
。

二
車
輛
搬
入
に
て
全
部
終
了
す
。

但
、
机
一
、
椅
一
、
未
受
領
（
二
四
、
二
、
一
六
受
領
ス
）。

八、九
月
一
三
日
。

1、
拂
下
戸
棚
申
請
書
の
片
書
提
出
の
為
出
向
。

2、
世
界
地
図
受
領
、
但
、
Ｇ．

Ｈ．

Ｑ．

出
書
籍
に
つ
き
一
時
借
用
の

こ
と
ゝ
す
る
。

九、九
月
二
〇
日
（
月
）。

1、
終
戦
後
死
歿
者
調
査
書
類
受
領
方
電
話
に
て
連
絡
あ
り
。
自
動
車
に

て
来
訪
せ
ら
れ
度
き
旨
。

一〇、九．

二
四．

終
戦
後
死
歿
者
の
申
告
票
を
受
領
す
。
そ
の
他
昭
二
〇．
四

月
の
分
一
部
受
領
す
。
こ
れ
に
て
昭
二
〇．

四．

原
簿
は

々
全
部
受

領
す
。

一一、九．

三
〇．

清
水
事
務
官
退
職
挨
拶
の
為
来
社
、
同
日
死
歿
者
連
名
簿

の
一
部
を
持
参
す
。

一二、一
〇
月
一
六
日
、
送
附
物
品
目

を
松
村
嘱
託
受
領
ス
。

一三、十
月
五
日
カ
ー
ド
整
理
棚
移
管
の
件
に
つ
き
神
の
藤
主
典
一
復
へ
出

向
、
十
月
六
日
三
十
二
個
搬
入
す
（
無
償
拂
下
）。

一四、十
一
月
四
日
、
水
上
事
務
官
事
務
引
続
日
程
打
合
せ
の
為
来
社
、
権

宮
司
、
神
の
藤
主
典
應
接
す
。

一五、十
一
月
八
日
、
水
上
、
清
水
、
事
務
官
来
社
事
務
引
継
を
受
く
、
権

宮
司
立
会
、
鈴
木
部
長
、
神
の
藤
課
長
説
明
を
受
く
。
終
つ
て
関
係

者
岡
林
課
長
、
水
上
、
清
水
、
西
片
、
宇
田
川
、（
鈴
木
欠
）
事
務
官
、

宮
司
、
権
宮
司
、
大
谷
、
鈴
木
、
神
の
藤
、
出
席
会
食
を
共
に
す
。

【
一
六
五
】〔
靖
国
神
社
荒
木
田
主
典
宛
復
員
業
務
課
長
井
上

義
弘
書
簡
写
〕（
昭
和
26
年
２
月
28
日
）

昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

復
員
業
務
課
長

井

上

義

弘

靖
國
神
社

荒
木
田
主
典
様

先
日
は
合
祀
に
関
し
御
配
慮
の
趣
き
承
は
り
誠
に
結
構
な
事
と
存
じ
直
ち

に
関
係
者
と
協
議
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
対
敵
行
動
中

死

傷
死
し
た
も
の
で

に
軍
属
と
し
て
處
理

さ
れ
て
い
る
者
は
勿
論
審
査
の
上
合
祀
し
て
戴
き
得
る
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す

が
、
軍
属
と
し
て
の
手
続
未
済
の
ま
ま
終

と
な
り
、
そ
の
後
か
ゝ
る
手

続
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
然
か
も
実
質
上
前
記
の
も
の
と
同

と
認
め
得

る
左
記
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
一
應
靖
國
神
社
へ
申
達
し
御
審
査

を
願
出
る
こ
と
が
適
当
と
存
じ
ま
し
た
の
で
近
く
全
國
世
話
課
長
へ
こ
の

旨
口
達
す
る
意
向
で
あ
り
ま
す
が
、
如
何
な
も
の
で
せ
う
か
御
は
か
り
申

上
ま
す
。

尚
本
件
は
二
復
（
元
海
軍
関
係
）
と
も
打
合
せ
済
に
つ
き
申
添
え
ま
す
。

左

學
徒
動
員
令
に
よ
り
軍
管
理
監
督
又
は

管
の
工
場
に
お
い
て
勤
務
中

死
し
た
者
を
靖
國
神
社
に
合
祀
方
申
達
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
審
査

の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
旨
神
社
よ
り
申
出
が
あ
り
、
当
方
と
し
て
も
適

当
な
處
置
と
認
め
諒
承
し
ま
し
た
か
ら
そ
の
主
旨
に

ふ
如
く
取
扱
つ
て

い
た
ゞ
き
た
い
。

死
と
は
敵
の
使
用
し
た
兵
器
に
因
り
直
接
被
り
た
る
損
傷
に
よ
り
死

亡
し
た
場
合
を
謂
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

【
一
六
六
】
学
徒
動
員
に
依
る
戦
歿
者
に
関
す
る
打
合
の
件

（
昭
和
26
年
３
月
７
日
）

昭
和
二
十
六
年
三
月
五
日

案

學
徒
動
員
に
依
る

歿
者
に
関
す
る
打
合
の
件

標

の
件
別
紙
の
如
き

況
に
付

一、敦
賀
市
三
島
×
×
×
よ
り
學
徒
動
員
に
よ
る
死
歿
者
×
×
×
×
命
の
永

代
神

の
申
出
あ
り
。

二、死
歿
者
名

を
調
査
せ
る
も
見
当
ら
ず
。
世
話
課
へ
照
会
せ
る

世
話

課
に
於
て
は
軍﹅
属﹅
の﹅
取﹅
扱﹅
を﹅
せ﹅
ず﹅
一﹅
般﹅
﹅
災﹅
死﹅
者﹅
と﹅
し﹅
て﹅
取﹅
扱﹅
ひ﹅
居﹅
る﹅

と﹅
の
旨

答
あ
り
從
つ
て
世
話
課
よ
り
の
合
祀
申

も
当
然
行
は
れ
て

居
な
い
も
の
で
あ
る
。

三、二
月
二
十
六
日
池
田
權
宮
司
、
鈴
木
禰
宜
、
荒
木
田
主
典
一
復
（
美
山
、

井
上
両
課
長
を
訪
問
、
學
徒
動
員
に
依
る

歿
者
の
合
祀
手
続
に
関
し

事

を
説
明
の
上
協
力
方
を
依
賴
す
。

四、三
月
二
日
業
務
課
鈴
木
事
務
官
別
紙
の
如
き
井
上
課
長
名
の
書
信
を
持

參
奉
仕
。

五、一
應
荒
木
田
主
典
名
に
て
井
上
課
長
宛
に
書
信
の
趣
旨
の
如
く
然
る
可

く
取
計
ら
は
れ
度
き
旨

答
し
あ
り
鈴
木
事
務
官
に
井
上
課
長
宛
送
達

方
を
依
賴
す
。

六、

權
宮
司
名
に
依
り
別
紙
案
の
如
き

答
文
を
井
上
課
長
宛
送
達
致
し

度
。

（
別
紙
案
）

去
る
二
月
二
十
八
日
附
御
書
面
の
件

承
致
し
ま
し
た
。
御
多
忙
中
に

も
拘
ら
ず
種
々
御
配
慮
を
賜
り
厚
く
御
禮
申
上
げ
ま
す
。
就
き
ま
し
て

は
御
申
越
の
御
趣
旨
に
よ
り
宜
し
く
御
取
計
り
下
さ
る
様
御
願
致
し
ま

す
。
先
は
右
御
依
賴
申
上
げ
ま
す
。

昭
和
二
十
六
年
三
月
七
日

靖
国
神
社
權
宮
司

池

田

良

八

第
一
復
員
局
業
務
課
長

井

上

義

弘

殿

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一五日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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【
一
六
七
】
終
戦
以
降
に
於
け
る
戦
歿
者
奉
斎
の
状
況
（〔
昭

和
26
年
10
月
〕）

終
戦
以
降
に
於
け
る
戦
歿
者
奉
齋
の
状
況

一、昭
和
二
十
年
十
一
月
十
九
日

臨
時
大
招
魂
祭

大
東
亜
戦
争
並
に
支
那

洲
事
変
に
関

し
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
迄
に
死
歿
の

軍
人
軍
属
等
に
し
て
合
祀
未
済
の
者
を

一
括
招
魂
の
上
招
魂
殿
に
鎭
齋

一、昭
和
廿
一
年

四
月
三
十
日

合
祀
祭

二
六
、
九
六
四
柱
合
祀

陸

一
六
、
八
五
六
柱

海

一
〇
、
一
〇
八
柱

一
、昭
和
廿
一
年

十
月

十
日

招
魂
殿
遷
座
祭

招
魂
殿
に
鎭
齋
中
の
御
霊
を
御
本
殿
相

殿
に
奉
遷

一、昭
和
廿
二
年

四
月
廿
一
日

霊
璽
奉
安
祭

五
九
、
三
五
二
柱
合
祀

陸

五
三
、
六
二
七
柱

海

五
、
七
二
五
柱

一、昭
和
廿
三
年

五
月

五
日

〃

四
七
、
七
〇
六
柱
〃

陸

一
九
、
三
四
六
柱

海

二
八
、
三
六
〇
柱

一、昭
和
廿
四
年

六
月

四
日

臨
時
招
魂
祭

昭
和
二
十
年
九
月
三
日
以
降
昭
和
二
十

三
年
五
月
三
十
一
日
迄
に
死
歿
の
軍
人

軍
属
に
し
て
合
祀
該
当
者
を
招
魂

相

殿
に
鎭
齋

一、昭
和
廿
四
年

十
月
十
七
日

霊
璽
奉
安
祭

三
〇
、
一
四
六
柱
合
祀

陸
の
み

海
な
し

一、昭
和
廿
五
年

六
月

四
日

臨
時
招
魂
祭

昭
和
二
十
二
年
六
月
一
日
以
降
昭
和
二

十
四
年
五
月
三
十
一
日
迄
に
死
歿
の
軍

人
軍
属
に
し
て
合
祀
該
当
者
を
招
魂

相
殿
に
鎭
齋

一、昭
和
廿
五
年

十
月
十
七
日

霊
璽
奉
安
祭

一
二
一
、
一
四
五
柱
合
祀

陸

七
五
、
二
六
八
柱

海

四
五
、
八
七
七
柱

一、昭
和
廿
六
年

六
月

四
日

相
殿
合
祀
祭

昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
以
降
昭
和
二

十
五
年
五
月
三
十
一
日
迄
に
死
歿
の
軍

人
軍
属
に
し
て
合
祀
該
当
者
を
招
魂
相

殿
に
鎭
齋

一、昭
和
廿
六
年

十
月

九
日

霊
璽
奉
安
祭

六
五
、
一
七
九
柱
合
祀

陸

四
五
、
〇
一
一
柱

海

二
〇
、
一
六
八
柱

一、合
祀
通
知
状

昭
和
二
十
一
年
四
月
三
十
日
合
祀
迄
は

送
附
済

一、昭
和
二
十
一
年
四
月
合
祀
よ
り
昭
和
二
十
六
年
十
月
合
祀
ま
で

三
五
〇
、
四
九
二
柱

二

四

〇
、
二

五

四

陸

、

柱

一

一

〇
、
二

三

八

海

、

柱

【
一
六
八
】
第
十
二
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
三

号

昭
和
26
年
11
月
２
日
）

発
言
者
）

並
木
芳
雄

委
員
）

荻
野
勉

説
明
員
。
文
部
事
務

官
）

菊
池
義
郎

委
員
）

﹇
発
言
順
。
敬
称
略
﹈

○
並
木
委
員

そ
れ
で
は
次
の
問
題
を
ち
よ
つ
と
お

ね
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
い
ま
の
遺
骨
と
も
非
常
に
関
係
が
あ
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
靖
国
神
社
の
合
祀
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は

争

中

死
を
さ
れ
た
方
々
で
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
ま
だ
合
祀
さ
れ
て
い
な

い
の
じ
や
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
先
般
靖
国
神
社
の
大
祭
が
復
活
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
喜
ば
れ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

死
者
を

出
し
て
い
る
家
庭
の
声
を
聞
い
て
み
る
と
、
自
分
の
子
供
は
実
は
ま
つ
ら

れ
て
い
な
い
の
だ
、
だ
か
ら
あ
あ
い
う
お
祭
り
を
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
合

祀
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
そ
う
い
う
声
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
ま
つ
ら
れ

て
い
な
い
柱
の
数
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
至
急
靖

国
神
社
に
合
祀
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
政
府
と
し
て
は

ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
、
そ
う
い
う
点
を
厚
生
省
で
も
文

部
省
関
係
で
も
ど
な
た
で
も
け
つ
こ
う
で
す
が
、
お
わ
か
り
の
方
よ
り
お

回
答
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
荻
野

明
員

た
だ
い
ま
靖
国
神
社
の
合
祀
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
お

尋
ね
が
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
存
じ
の
よ
う
に
、

後
は
靖
国

神
社
も
含
め
ま
し
て
、
神
社
は
国
家
管
理
を
離
れ
て
お
り
ま
す
。
従
つ
て

靖
国
神
社
自
体
で
も
し
合
祀
を
や
り
た
い
と
思
え
ば
、
自
由
に
い
つ
で
も

で
き
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
政
府
の
方
で
そ
れ
を
勧
奨
す
る
と

い
う
ふ
う
な
こ
と
も
、
少
し
行
き
過
ぎ
の
感
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
靖
国
神

社
自
体
が
そ
れ
を
営
む
と
い
う
場
合
に
、
政
府
が
ま
た
そ
こ
に
何
ら
か
関

与
す
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
も
、
そ
れ
も
現
在
困
難
な
状
況
に
取
扱
い
が

な
つ
て
お
り
ま
す
。
従
つ
て
そ
の
合
祀
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
靖
国
神

社
自
体
が
特
に
考
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
、
私
ど
も

は
推
察
い
た
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
直
接
政
府
の
問
題
と
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
点
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
そ
の
点
御
了
解
を
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

○
菊
池
委
員

ち
よ
つ
と
関
連
し
て
…
…
。
靖
国
神
社
が
国
家
管
理
と
い

い
ま
す
か
、
そ
れ
を
離
れ
た
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
原
因
か
ら
で
ご
ざ
い
ま

す
か
。
こ
れ
か
ら
再
軍
備
も
さ
れ
ま
し
よ
う
し
、
靖
国
神
社
は
今
ま
で
の
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よ
う
に
、
わ
れ
〳
〵
尊
敬
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
が
…
…
。

○
荻
野

明
員

靖
国
神
社
初
め
護
国
神
社
が
、

国
各
地
に
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
神
社
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
神

社
は

後
、
も
し
そ
れ
が
宗
教
な
い
し
信
仰
と
し
て
み
ず
か
ら
立
つ
な
ら

ば
、
そ
の
存
続
が
認
め
ら
れ
て
、
そ
し
て
他
の
宗
教
団
体
、
つ
ま
り
寺
院

と
か
教
会
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
同
様
な
法
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
内
容
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
が
出
た
、
俗
に
神
道
指

令
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
て
お
る
か
と
申
し
ま
す
と
、

政
教
分
離
の
原
則
か
ら
来
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
憲
法
に
お
き
ま

し
て
も
、
そ
の
点
は
は
つ
き
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
憲
法
も
や
は
り
同

じ

神
で
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
つ
て
や
は
り
靖
国
神
社
の

場
合
も
、
そ
の
神
社
が
他
の
一
般
の
神
社
と
比
較
し
ま
し
て
特
殊
な
性
格

を
持
つ
た
神
社
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
神
社
で
あ
る
こ
と
に

は
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
政
教
分
離
と
い
う
原
則
か
ら
、

国
家
管
理
を
離
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
但
し
自
主
的
活
動
は
自
由
に
で
き
、

法
的
保
護
は
他
の
社
寺
と
同
様
に
受
け
る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お

る
の
で
あ
り
ま
す
。

○
菊
池
委
員

そ
う
す
る
と
、
最

靖
国
神
社
を
法
人
に
す
る
と
か
な
ん

と
か
い
う
運
動
は
、
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
荻
野

明
員

法
人
と
申
し
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
宗
教
法
人
の
意
味
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
靖
国
神
社
を
他
の
神
社
と
同
様
に
、

後
宗

教
法
人
令
と
い
う
ポ
勅
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
に
基
い
て
す
べ
て
の
宗
教
団

体
、
神
社
も
宗
教
法
人
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
機
会
が
与
え
ら

れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
靖
国
神
社
も
そ
の
宗
教
法
人
令
に
基
い
て
、
み

ず
か
ら
宗
教
法
人
令
に
よ
る
宗
教
法
人
に
な
り
、
現
在
も
そ
の
よ
う
な
形

に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
四
月
か
ら
宗
教
法
人
法
と
い
う
新
し
い
法
律

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
新
し
い
法
律
に
よ
る
宗
教
法
人
と
し
て
、

さ
ら
に
手
続
を
近
く
進
め
る
と
い
つ
た
ふ
う
な
状
況
に
あ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

○
菊
池
委
員

国
民
感
情
と
し
て
は
、
あ
そ
こ
は
今
ま
で
の
よ
う
な
特
殊

の
神
社
と
し
て
、
国
家
で
も
つ
て
管
理
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
よ
う
な

熱
望
が
、

国
民
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
今
ま
で
通

り
に
す
る
に
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
よ
ろ
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
荻
野

明
員

そ
の
よ
う
な
希
望
が
、
あ
る
い
は
一
部
に
あ
る
か
と
も

存
じ
ま
す
が
、
私
ど
も
が
了
解
し
て
お
り
ま
す
範
囲
で
は
、
靖
国
神
社
関

係
者
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
意
向
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
私
ど
も

の
立
場
に
お
き
ま
し
て
も
、
特
に
靖
国
神
社
の
よ
う
な
神
社
に
つ
い
て
、

特
殊
な
扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
何
ら
考
え
て
お
り
ま

せ
ん
。

○
菊
池
委
員

考
え
て
お
い
で
に
な
る
な
ら
な
い
は
そ
れ
は
別
と
い
た
し

ま
し
て
、
今
ま
で
通
り
に
す
る
に
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
法
的
手
続
が
い

る
わ
け
で
す
か
。

○
荻
野

明
員

そ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ち
よ
つ
と
お
答
え
す
る

だ
け
の
も
の
を
持
た
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
並
木
委
員

そ
れ
じ
や
最
後
に
も
う
一
点
お
伺
い
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
最

慰
霊
祭
あ
る
い
は

骨
の
埋
葬
と
い
う
か
、
英
霊

の
葬
儀
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
、
ま
だ
周

知
徹
底
さ
れ
て
お
ら
な
い
た
め
か
ど
う
か
、
こ
こ
ま
で
は
や
つ
て
い
い
の

か
ど
う
か
と
い
う
限
界
点
が
は
つ
き
り
し
て
お
ら
な
い
よ
う
で
す
。
た
と

え
ば
村
で
主
催
を
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
い
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
部
落
で
主
催
を
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
い
か
ど
う
か
、
そ
う
い

う
点
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
つ
て
い
な
い
筋
が
あ
り
ま
す
の
で
、
政
府
と
し

て
は
、
現
在
ま
で
に
ど
う
い
う
方
針
を
と
つ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
を

は
つ
き
り
こ
こ
で
示
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
荻
野

明
員

慰
霊
祭
は
、
個
人
ま
た
は
民
間
団
体
が
主
催
し
て
行
う

場
合
に
は
自
由
に
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
そ
の
よ
う
に
な

つ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
戦
後
い
ろ
〳
〵
制
度
が
か
わ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
ず
つ
と
か
わ
り
が
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
但
し
部

落
で
や
る
と
か
、
あ
る
い
は
市
町
村
で
主
催
し
て
や
る
と
か
、
あ
る
い
は

国
が
主
催
し
て
や
る
、
い
わ
ゆ
る
公
葬
は
、
現
在
で
も
な
お
か
つ
で
き
な

い
と
い
う
取
扱
い
に
な
つ
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
並
木
委
員

市
長
な
ら
市
長
、
村
長
な
ら
村
長
と
い
う
資
格
で
個
人
ま

た
は
民
間
団
体
の
葬
儀
あ
る
い
は
慰
霊
祭
に
列
席
し
て

香
す
る
、
こ
れ

は
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
す
か
。
ち
や
ん
と
公
職
に
つ
い
て
や
る
場
合
で

す
ね
。

○
荻
野

明
員

個
人
ま
た
は
民
間
団
体
が
主
催
し
て
行
う
慰
霊
祭
に
、

公
的
資
格
を
も
つ
て
公
務
員
が
出
席
す
る
こ
と
、
そ
し
て
弔
辞
を
述
べ
る

こ
と
、ま
た
香
華
料
を
贈
る
こ
と
、こ
の
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
、最
近
そ
う
い
う
ふ
う
に
取
扱
い
を
は
つ
き
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

○
並
木
委
員

そ
う
い
う
個
人
ま
た
は
民
間
団
体
の
行
う
葬
儀
、
ま
た
は

慰
霊
祭
に
対
し
て
、
公
の
機
関
、
市
な
ら
市
、
村
な
ら
村
の
役
所
あ
る
い

は
役
場
か
ら
協
賛
と
し
て
、
あ
る
い
は
後

と
い
う
か
、
そ
う
い
う
役
割

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
い
う
も
の
に
対
し

て
公
の
金
を

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

○
荻
野

明
員

現
在
の
取
扱
い
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
場
合
多
少
い

ろ
い
ろ
疑
義
が
生
じ
ま
す
の
で
、
取
扱
い
上
、
そ
の
よ
う
な
公
的

助
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。

【
一
六
九
】
第
十
三
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
戦
争
犯
罪

人
に
対
す
る
法
的
処
置
に
関
す
る
小
委
員
会
会
議
録
第
一
号

昭
和
26
年
12
月
12
日
）発

言
者
）

今
村
ひ
さ
子

参
考
人
。
東
京
戦

争
犯
罪
人
家
族
会

長
）

﹇
敬
称
略
﹈

○
参
考
人
（
今
村
ひ
さ
子
君
）

思
想
的
に
は
、
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
し
て
苦
し
い
立
場
に
立
つ
て
お
り
ま
す
が
、
主
人
た
ち
が
そ
う
い
う

立
場
に
立
つ
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
と
で
も
し
て
今
日
国
の
た
め
に
な
り

ま
す
よ
う
に
お
互
い
に
家
族
が
寄
り
合
い
ま
し
て
、
い
ろ
〳
〵
慰
め
合
い

ま
し
て
、
健
実
な
思
想
を
持
つ
て
暮
し
て
お
る
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま
し

て
、
一
家
が
も
う
散
り
〳
〵
に
な
り
ま
し
て
、
死
に

え
た
よ
う
な
お
宅

も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
巢
鴨
を
お
出
に
な
ら
れ
ま
し
て

も
、
帰
る
お
う
ち
も
な
い
と
い
う
か
た
も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
内
地
に
お
り
ま
す
か
た
は
こ
う
し
た
苦
労
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
同
じ

苦
し
い
中
に
も
、

く
比
島
や
濠
州
に
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
三
百
四
十
八

名
の
家
族
は
、

く
現
地
の
こ
と
を
い
ろ
〳
〵
と
案
じ
ま
し
て
、
心
配
は

一
し
お
深
刻
で
ご
ざ
い
ま
す
。
春
、
花
が
き
れ
い
に

き
ま
し
て
も
、
も

み
じ
が
き
れ
い
に
紅
葉
い
た
し
ま
し
て
も
、

い
ろ
い
ろ
と
楽
し
い
行
事

が
ご
ざ
い
ま
し
て
も
、
私
た
ち
の
家
族
に
は
一
向
そ
れ
を
楽
し
も
う
と
い

う
気
も
あ
り
ま
せ
ん
で
、
た
だ
心
の
中
は

て
も
醒
め
て
も
こ
の
人
た
ち

が
一
日
も
早
く
帰
つ
て
く
れ
る
こ
と
だ
け
を
皆
心
に
念
じ
、

つ
て
お
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ど
う
ぞ
こ
の
家
族
の
気
持
を
お
察
し
下
さ
い
ま

し
て
、
何
と
ぞ
お
力
添
え
の
ほ
ど
を
千
八
百
二
十
九
名
の
家
族
に
代
り
ま

し
て
、
皆
様
が
た
に
心
か
ら
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

こ
れ
に
附
加
え
ま
し
て
、
一
言
御
報
告
申
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
の

は
、

犯
で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
か
た
の
御
遺
族
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

犯

で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
か
た
〴
〵
は
、
只
今
靖
国
神
社
に
祀
つ
て
頂
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
、

に
肩
身
の
狹
い
さ
み
し
い
思
い
を
し
て
お

ご
し

に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
て
、
実
に
お
気
の
毒
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
も
附
加
え
て
皆
さ
ん
の
お
耳
に
お
入
れ
申
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

第二期 昭和二〇（一九四五）年八月一五日から昭和二七（一九五二）年四月二七日まで (二）合祀関係
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